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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年３月１３日（水）午前１０時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時２０分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 本保加津枝 委　　員 弘　　豊

委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　正  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 保健福祉部長　福永冨美子

同部次長兼国保年金課長　堤　守

保健福祉課長　前野さゆみ　高齢介護課長　石原幸一郎

高齢介護課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局書記　寺前和恵


１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２５年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第　６号　平成２５年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第　３号　平成２５年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第１１号　平成２４年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第３１号　摂津市高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例制定の件

議案第３４号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　８号　平成２５年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号　平成２４年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第２３号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

議案第２５号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一

部を改正する条例制定の件所管分

議案第２７号　摂津市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例制定の件
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議案第２２号　摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　７号　平成２５年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１７号　摂津市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例制定の件

議案第３２号　摂津市立せっつ桜苑条例を廃止する条例制定の件

所管事項に関する事務調査について

－2－



（午前１０時２分　開会）

○森内一蔵委員長　それでは、ただいま

から民生常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名いたします。

　議案第３号及び議案第１１号の審査を

行います。

　本２件のうち議案第１１号については

補足説明を省略し、議案第３号について

補足説明を求めます。

　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　それでは、議案第

３号、平成２５年度摂津市国民健康保険

特別会計予算につきまして補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、１０ペー

ジ、款１、国民健康保険料、項１、国民

健康保険料、目１、一般被保険者国民健

康保険料は、国保世帯所得が微増となっ

たことや収納率の向上により前年度に比

べ４．３％の増となっております。収納

率は現年度分が８８．５％、滞納繰越分

が１２．５％を見込んでおります。目２、

退職被保険者等国民健康保険料は前年度

に比べ２．０％の増となっております。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

８．３％の減となっております。

　１２ページ、款３、国庫支出金、項１、

国庫負担金、目１、療養給付費等負担金

は前年度に比べ４．４％の増となってお

ります。これは医療費や後期高齢者支援

金、介護納付金の拠出額の増によるもの

でございます。目２、高額医療費共同事

業負担金は、前年度に比べ１８．５％の

増で、８０万円以上の高額医療費にかか

る共同事業医療費拠出金の増に伴い、そ

の４分の１の法定負担分を見込んでおり

ます。目３、特定健康診査等負担金は、

前年度と同額で特定健診、特定保健指導

にかかる法定負担分でございます。

　項２、国庫補助金、目１、財政調整交

付金は前年度に比べ１．９％の減で、過

去実績を参考に計上したものでございま

す。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ４．１％の増で、退職

被保険者等にかかる医療費の増によるも

のでございます。

　１４ページ、款５、前期高齢者交付金、

項１、前期高齢者交付金、目１、前期高

齢者交付金は前年度に比べ４．４％の増

となっております。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ１８．５％の増で、先ほどの国

庫負担金と同様、高額医療費共同事業医

療費拠出金の増に伴うものでございます。

目２、特定健康診査等負担金は、前年度

と同額で特定健診、特定保健指導にかか

る法定負担分でございます。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ７．９％の増となっ

ております。目２、財政調整交付金は、

前年度に比べ１．３％の増となっており

ます。

　款７、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、高額医療費共同事業交

付金は、前年度に比べ８．１％の増で過

去の実績を参考に計上したものでござい

ます。１６ページ、目２、保険財政共同

安定化事業交付金は、前年度に比べ６．

２％の増となっております。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

３．１％の増で、平成２５年度料率据置

きのため国保財政安定化支援事業繰入金

の大幅な減少などに対応し、保険料軽減

分等繰入金を増額したことなどによるも
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のでございます。目２、保険基盤安定繰

入金は、前年度に比べ５．７％の増となっ

ております。

　款９、諸収入、項１、雑入、目１、一

般被保険者第三者納付金、目２、退職被

保険者等第三者納付金、目３、一般被保

険者返納金、目４、退職被保険者等返納

金は、過去の実績を参考に計上いたして

おります。目５、雑入は現金給付の指定

公費を見込んでおります。

　次に、歳出でございますが、１８ペー

ジ、款１、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費は、前年度に比べ２．

８％の減で、平成２５年度は被保険者証

の一斉更新がないことなどによるもので

ございます。目２、連合会負担金は、前

年度に比べ０．７％の減となっておりま

す。目３、市町村部会負担金は前年度と

同額となっております。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は前

年度に比べ１２．１％の減で、国民健康

保険料等収納推進報酬の減などによるも

のでございます。

　２０ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度に比べ３１．

５％の増となっております。これは運営

協議会委員報酬を年額から日額に改定し、

年間４回の協議会開催分として計上した

ものでございます。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ２．９％の増で、一人当たりの

費用額は就学から６４歳までが約１９万

９，０００円、前期高齢者が約４９万６，

０００円、未就学児が約２１万７，００

０円を見込んでおります。目２、退職被

保険者等療養給付費は、前年度に比べ１．

９％の増で、退職被保険者等の医療費の

増を見込んでおります。目３、一般被保

険者療養費は、前年度に比べ６．３％の

減でございます。目４、退職被保険者等

療養費は、前年度に比べ５．２％の減で

ございます。２２ページ、目５、審査支

払手数料は、前年度に比べ１１．７％の

減で、単価の減によるものでございます。

　項２、高額医療費、目１、一般被保険

者高額療養給付費は、前年度に比べ１０．

８％の増で、一人当たりの医療費の増加

によるものでございます。目２、退職被

保険者等高額療養費は、前年度に比べ１

８．３％の増でございます。目３、一般

被保険者高額介護合算療養費及び目４、

退職被保険者等高額介護合算療養費は、

前年度と同額でございます。

　項３、移送費、目１、一般被保険者移

送費及び目２、退職被保険者等移送費は

前年度と同額でございます。

　２４ページ、項４、出産育児諸費、目

１、出産育児一時金は、前年度に比べ１

０％の減でございます。目１、支払手数

料は、前年度に比べ９．５％の減でござ

います。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、前

年度と同額でございます。

　項６、精神・結核医療給付費、目１、

精神・結核医療給付金は、前年度に比べ

８．８％の増でございます。

　２６ページ、款３、後期高齢者支援金

等、項１、後期高齢者支援金等、目１、

後期高齢者支援金は、前年度に比べ６．

８％の増で、一人当たりの後期高齢者支

援金等の増加等によるものでございます。

目２、後期高齢者関係事務費拠出金は、

前年度と同額となっております。

　款４、前期高齢者納付金等、項１、前

期高齢者納付金等、目１、前期高齢者納

付金は、前年度に比べ４５．９％の減で、

前々年度確定精算により減となったもの

でございます。目２、前期高齢者関係事

務費拠出金は、前年度と同額でございま
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す。

　款５、老人保健拠出金、項１、老人保

健拠出金、目１、老人保健事務費拠出金

は、前年度と同額でございます。

　２８ページ、款６、介護納付金、項１、

介護納付金、目１、介護納付金は、前年

度に比べ１０．５％の増で、一人当たり

の介護納付金の増によるものでございま

す。

　款７、共同事業拠出金、項１、共同事

業拠出金、目１、高額医療費共同事業医

療費拠出金は、前年度に比べ１８．５％

の増で、８０万円以上の高額医療費の増

に伴うものでございます。目２、保険財

政共同安定化事業拠出金は、前年度に比

べ９．４％の増で、対象医療費の増に伴

うものでございます。目３、高額医療費

共同事業事務費拠出金は、前年度に比べ

１３．９％の減となっております。目４、

保険財政共同安定化事業事務費拠出金は、

前年度に比べ５０％の増となっておりま

す。目５、その他共同事業事務費拠出金

は、前年度と同額となっております。

　款８、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、前年度

に比べ４．１％の減で、前年度の特定健

診実施計画策定業務の終了によるもので

ございます。

　３０ページ、目２、保健衛生普及費は、

前年度に比べ３２．２％の減で、緊急雇

用創出基金事業費補助での療養費適正化

推進業務の終了に伴う減などによるもの

でございます。

　款９、諸支出金、項１、償還金及び還

付加算金、目１、一般被保険者保険料還

付金、目２、退職被保険者等保険料還付

金は、前年度と同額となっております。

　３２ページ、款１０、予備費、項１、

予備費、目１、予備費は前年度と同額と

なっております。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　まず、国民健康保険特

別会計補正予算ですけれども、給与の調

整も終わってますので人件費の削減とい

うか減額は退職か何かでしょうかね。確

認だけお願いしたいと思います。

　国民健康保険特別会計予算書１１ペー

ジ、被保険者数が微増ということで徴収

率も上げてということでご説明をいただ

きました。徴収率も上がっていくという

話の中で、代表質問でもやりましたけれ

ども、生活保護費を受給されている方に

もくださいというのは、やはり厳密にい

うと保護費で、要するに負債を減らして

いくというのは好ましいことではないと

思うので、この辺は慎重に行っていただ

きたい、事情をよく聞いていただきたい

ということでお願いとしておきます。

　それから、予算書１２ページ、国庫補

助金の出産育児一時金補助金について、

これはゼロになっております。有期補助

だったのか確認だけお願いしたいと思い

ます。

　それから、予算書２２ページの移送費、

時々決算でも話しさせてもらうんですけ

れども、一般被保険者と退職被保険者と

あわせて１０万円ですね。予算には上がっ

ているんですけれどもまず使われること

がないというところで、どういったとき

に移送費が使えて、どういった案内をし

て、使えるようにしないのかということ

をお聞かせいただければ。生活保護基準

以下の人でもたくさん、頑張って保護を

受けずに生活されて、国民健康保険に入っ

ていて、医者には行かないかんという人
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はたくさんいらっしゃると思うんですけ

れども、この辺を聞かせていただきたい

と思います。

　それからですね、予算書２４ページの

出産育児一時金の減額、これは対象者が

減ったと単純に考えていいのかどうか。

それと、予算書２８ページの共同事業拠

出金なんですけれども、総額でですね、

今回は歳入のほうで１３億５，０００万

円、歳出のほうで大体１３億円というこ

とで、昨年は歳入が１２億６，０００万

円で、歳出が１１億７，０００万円とい

うところで、この共同事業拠出金の差が

昨年と比較して少し小さくなっている、

５，０００万円近く下がってる。こういっ

たところで共同事業拠出金の今広域化の

流れの中で、この辺がまた触られてくる

とに聞いておりますけれども、見通しと

考え方をお聞かせいただければと思いま

す。

　それから、予算書２８ページ、保健施

設費の特定健康診査等事業費で、昨年と

比較して減額、健診が減ったということ

でわかるんですけれども、３０ページの

保健衛生普及費も減っているんですけれ

ども、この減額の理由を教えていただき

たいと思います。

　予算書３２ページ、繰上充用金なんで

すけれども、おととしはゼロで、去年は

３，５００万円、保険料を上げないとい

う意味でね、今年度もゼロで頑張ってく

れてはるんだと思うんですけれど、決算

は決算でやりますけれども、補正のほう

でね、１億円の国庫府費等返還金も出て

ますから、平成２４年度の繰上げが大体

どのくらいになるのかということも、あ

わせてお聞かせいただければなと思いま

す。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、山崎委

員のご質問に答えいたします。

　まず、補正予算の職員給与費等繰入金

の減額についてでございますが、今回、

給与費明細書が出ております理由につき

ましては、賦課徴収費で国民健康保険料

等収納推進報酬の減額があるからでござ

います。平成２４年度から、徴収員制度

を収納推進員制度に改正をいたしており

ます。その際、業務内容を見直しいたし

まして、集金にかかわる収納率向上対策

金額割を廃止したことなどによりまして、

減額が生じたものでございます。

　続きまして、保険料の増額につきまし

ては、委員ご指摘のとおり収納率につき

まして、平成２１年度に収納率が下がっ

てまいりましたが、平成２２年度、２３

年度と徐々にまた収納率向上対策事業の

実施によりまして徐々に上がってまいっ

ております。平成２５年度の予定収納率

につきましては、前年度に比べ１％上げ

させていただいております。それに加え

まして、リーマンショック以降毎年のよ

うに、この算定を行いますと調定総額が

下がっておったんですが、平成２４年度

につきましては若干上がってまいりまし

たので、その辺りで今回増額をさせてい

ただいているわけでございます。

　それから、１２ページの出産育児一時

金補助金でございますが、これは平成２

３年度末をもちまして国の補助制度がな

くなりました。この１０万円につきまし

ては、平成２４年の３月までに出産をさ

れた方につきまして、平成２４年度にま

だ交付がございましたので１０万円を計

上させていただきましたけれども、平成

２５年度は全く対象がございませんので、

皆減ということでゼロにさせていただい

ているものでございます。

　それから、移送費でございますが、い
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つも予算は上がっておりますが決算はゼ

ロということなんですが、現在申請が出

ているものがございまして、心臓移植の

方のドナーの移送に対して移送費が出て

おります。こういった緊急のものになり

ますと１０万円では足りませんけれども、

この場合は流用等をさせていただいて対

応させていただくということでございま

す。

　今申し上げたような理由で、移動が必

要な場合には支給されますが、通常の通

院には移送費は使えないものでございま

す。

　それから、出産育児一時金の減額につ

きましては、前年度は２００件を見てお

りましたが、平成２５年度につきまして

は、１割減の１８０件を見込ませていた

だきました。その関係で２０件分の減額

になっております。出産の平成２３年度

の出産件数１６０件でございましたので

若干減らさせていただいております。平

成２４年度も予算計上時点での見込みと

いうのが百四、五十件程度になっており

ましたので、若干減らさせていただいた

ということでございます。

　それから、共同事業拠出金につきまし

ては、これまで歳入が多かったけれども

差引額が小さくなっているということで

ございます。共同事業につきましては、

過去３年の対象医療費等が勘案されまい

りますので、平成２１、２２年度は非常

に高額医療費が伸びてまいりまして、交

付が多くなっておりました。逆に、そう

なりますと３年間平均の拠出金がまたふ

えてくるということで、平成２３年度に

は減ってまいっております。返戻率と私

どもは言っているんですけれども、拠出

金に対する交付金の割合が、例えば平成

２０年度の決算では９１．７％であった

ものが平成２１年度の決算では１１７．

７％まで上がっております。平成２２年

度は１１０％になっております。ところ

が、そうしますと拠出金のほうが上がっ

てまいります。それに加えまして平成２

３年度からは、広域化等支援方針の影響

もございまして拠出の金額が上がってま

いりましたので、ほぼ１００％収支均衡

の９９％の返戻率になっております。平

成２４年度につきましては、決算見込み

では若干１００％を超える見込みとなっ

ておりまして、平成２５年度の見込みと

しましては、保険財政共同安定化事業が

ほぼ１００％、高額医療費共同事業のほ

うは、１１５％の返戻率を見込んで予算

計上させていただいております。

　広域化等支援方針の影響でございます

が、平成２２年度に策定されました大阪

府の広域化等支援方針につきましては、

府がその市町村の国保の運営の広域化や

財政の安定化を目的として、府内市町村

の国保に共通する収納率などの目標設定

や、医療費適正化の取組みなどを推進す

るための方針として策定され、期間は平

成２２年度から平成２４年度までの３年

間となっておりました。広域化等支援方

針の影響額につきましては、保険財政共

同安定化事業の拠出方法の見直しにより

まして、本市では拠出額が、平成２３年

度で約４，５９７万円増加しております。

ただ、以前にも議会でご答弁させていた

だきましたように、平成２２年度の国の

調整交付金の減額分４，０７２万円が回

避され、大阪府下全体では約５０億円の

調整交付金の減額が回避されるという効

果が生じております。このようなことか

ら、広域化等支援方針につきましては、

これまで私どもも賛成の意を表明しておっ

たんですけれども、大阪府広域化支援方

針の期間満了に伴いまして平成２６年度

の方針が提案されてきました。大阪府で
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は広域化の推進を図るとして所得割の拡

大を提案されましたが、前回のような大

義がなく、特定の市町村に負担がかかる

ということが予想されておりましたので、

拡大を中止するよう本市が幹事市となっ

ております北摂市長会から、平成２５年

度大阪府施策に対する要望書を森山市長

から大阪府の知事、そのときは代理で出

席された副知事ですが、副知事に手渡し

ていただきまして、その結果、平成２５、

２６年度の広域化等支援方針では所得割

の拡大は行われないこととなったと思っ

ております。ただし、平成２７年度から

は保険財政共同安定化事業の拠出方法が

法改正されております。

　これまで３０万円から８０万円までの

医療費が対象となっていたものが１円以

上からということになりまして、本市を

初めとする北摂各市の負担が増加するも

のと思われます。そこで北摂各市と連携

しまして、適切に激変緩和措置が図られ

るよう今後も要望してまいりたいとに考

えております。

　それから、保健衛生普及費の減の理由

ということでざいますが、これにつきま

しては、療養費適正化推進業務委託料を、

平成２４年度は緊急雇用創出基金事業費

補助金を活用して実施してまいりました。

その金額が１，６４４万円でございまし

た。同事業は継続実施できませんので、

規模を縮小しまして実施することにいた

しましたので、そこで約１，０００万円

近い減額となっているところでございま

す。

　それから、繰上充用金でございますが、

平成２４年度は平成２１年度からの保険

料率凍結により生じた累積赤字の解消の

ため、財源として赤字解消繰入金を３，

５００万円計上いたしました。この３，

５００万円につきましては、先ほどの広

域化等支援方針の中で、財政健全化努力

により増加をした府の特別調整交付金が

ございます。平成２３年度予算比で約３，

５００万円増となっておりまして、その

特別調整交付金をその本来の目的である

財政の健全化に充当しようということで

計上させてもらっていました。ただし、

予算の財源の充当につきましては、会計

上は保険料軽減等の繰入金となっていた

ものでございます。しかし、平成２４年

度に入りまして交付税制度が縮小されま

した。財政安定化支援事業繰入金の算定

額が大幅に減額されたということで、ま

たその医療費だけでなく、後期高齢者支

援金や介護納付金などの拠出金が大幅に

ふえましたことから、保険料の据置きの

ため法定外繰入金の１億円の措置してい

ただいたものの、繰上充用金の計上には

至らなかったというものでございます。

○森内一蔵委員長　よろしいか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　保険料の増額について、

平成２５年度の納付率を１％上げて見て

いただいて、保険料にも直結する分です

から、しっかりと保険料の徴収は行って

いただかないといけないですけれども、

税のほうはやっぱり下がっているんです

ね、景気が悪いとかいうことでね。無理

な徴収はぜひね、避けてもらいたいとい

うか、市民に寄り添ってぜひお願いをし

たいと思います。

　それからですね、移送費は、どこまで

が緊急というのは難しいですけれども、

ぜひ使えるものはしっかりね、市民のた

めに生かしていただきたいと思います。

　それからですね、共同事業拠出金と繰

上充用金といろいろ保険料軽減のための

措置、お話をいただきました。予算書１

６ページ、１７ページの繰入金のほうで、

先ほど言った国保財政安定化支援事業繰
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入金、これが減額にもかかわらず、保険

料軽減分ということで今回お金も入れて

いただいて、昨年の３，５００万円とあ

わせると、本当に市民のために頑張って

いただいているなということで非常に評

価をしております。

　国保いうたらお年寄りとか、それこそ

最後の医療のためのセーフティネットで

すから、ぜひともしっかりと維持しても

らえるように頑張っていただきたいと思

うんですけれども、そういう意味では先

ほどの広域化の流れでいうと、平成２７

年度からレセプト１円からということで

法改正がされて、これもそうすると本市

としては恐らくですね、負担がふえてく

るというのがもう必至なので、ぜひとも

本当に市としての国保を守っていただけ

るように頑張っていただきたいと思いま

す。

○森内一蔵委員長　ほかに質問のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、続けて質問をさ

せていただきたいとに思います。

　最初に、補正予算にかかわってなんで

すけれども、先ほどもご答弁ございまし

た国民健康保険料等収納推進員の報酬な

んですが、当初予算では１，２１４万３，

０００円で上げられておるんですけれど

も、業務の中身も変わってということで

減額になっているんですが、その業務の

中身についてですね、予算のときにも聞

いたかもしれませんけれども、改めて教

えていただきたいと思います。

　それから、もう一つ補正予算の部分で、

療養費適正化推進業務委託料で、これも

ご説明ありましたが、緊急雇用創出基金

事業費を活用して行われた事業というこ

とであります。当初予算１，６４４万円

で組まれれてて、これは国の補助金で充

てられているのかなと思うのですが、補

正予算のところの減額で、財政内訳を見

ると一般財源でということになっている

んですが、ここのところがどうなのかと

気になりましたんでお聞きしておきたい

と思います。

　それから、この事業の中身ですけれど

も、柔道整復師のところのレセプトのチェッ

クなんかがとりわけ必要だということで

取り組まれたんだと思うんですけれども、

その事業の効果についてもですね、ぜひ

聞かせていただきたいと思います。

　次に、予算書の１２ページから１５ペー

ジにかけての歳入ですが、特定健康診査

等負担金、国や府がそれぞれ出すわけで

すけれども、そこのですね、備考という

か説明のところに「１８３０円×６，８

００人十１，５００円×２００人」とい

うことで書かれているんですが、この内

訳をお聞きしたいと思います。

　次、予算書１６ページのところで、一

般会計繰入金、今回、保険料軽減分等繰

入金を３億８，２９７万４，０００円と

いうことで増額していただいて、保険料

値上げにつながらないようにということ

で今回入れていただいております。これ

までにも私どもの会派のほうでもやっぱ

り今の経済事情もありますし、国保世帯

の負担の状況からしたら、これ以上の値

上げはやっぱりとても耐えられないとい

うことなんかも含めてですね、随分とやっ

ぱり求めてきた中で今回の予算の中でも

組んでいただいているということで、こ

の場で評価もし、ご努力に敬意もあらわ

しておきたいなと思います。これは、答

弁は結構です。

　歳出にかかわるところで、次へ行きた

いと思います。

　予算書１８ページ、国民健康保険料等

収納推進員報酬で今回は７８０万円、上

がってて、ここのところで昨年同様３名
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ということで、先ほどの補正の部分とか

かわってですね、この体制のことについ

てお聞きしておきたいなと思います。

　次に、予算書２０ページのところで、

これも徴収費の中なんですけれども、コ

ンビニ収納代行業務委託料、これは今年

度から始まって、平成２４年度と比べる

と平成２５年度は、２１０万円ほどの増

加になるのかなということなんですが、

このコンビニ収納ですね、平成２４年の

状況なんかとあわせて、どういう形でこ

の委託料のほうは支払われていくのかと

いうことをお聞きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　弘委員のご質問に

お答えをさせていただきます。

　まず、補正予算のところで、国民健康

保険料等収納推進員報酬の業務内容の見

直しについてなんですけれども、平成２

３年度までは、集金業務をしていただい

ておりました。普通徴収員につきまして

は、平成２３年度末をもって廃止をさせ

ていただいておりますが、特別徴収員に

ついてはそのまま残っていただいており

ます。徴収員の報酬の中には滞納分の徴

収に行った場合に徴収額の１％というの

がございましたので、そういったものを

今回見直しをさせていただいております。

　先ほどの最後のご質問ともかぶっては

くるんですけれども、収納推進員の基本

的な仕事といたしましては、収納業務の

内部補助が今は主になっておりますが、

その中でも外に出ていただく業務も幾つ

かありまして、例えば簡易申告の訪問調

査があります。簡易申告をしていただき

ますと、例えば、所得がないということ

で市民税の申告をされない方がたくさん

いらっしゃいます。そういう方が放って

おかれますと均等割、平等割のほうがか

かってまいります。７割軽減という措置

があるんですけれども、それは所得がゼ

ロという申告をしていただかないことに

はかからない。その所得ゼロの申告をし

ていただくことによって、皆さんの保険

料が回り回って安くなるという次第なん

です。というのは、軽減した額の４分の

３が国府の補助が入ってまいります。市

のほうも４分の１の義務繰出をしていた

だいておりますので、１件でも多く申告

をしていただいて、保険料の軽減を受け

ていただくことによって、その方ご本人

の保険料も下がりますし、それによって

収納率も上がるということになっており

まして、こういったことに非常に力を入

れております。

　それから、口座振替の推進業務としま

して、これは後期のほうもなんですけれ

ども、国保から後期に移行された方につ

きましては収納推進員から連絡をしてい

ただいて口座振替をお願いしてます。と

いうのは、国保で口座振替を申し込んで

いただいておりましても、後期と保険者

が違いますもので自動的に継続できてお

りません。そういった方にそういうご連

絡を差し上げることによって、国保から

後期へスムーズに移行していただける、

そういったこともございます。あるいは

ですね、返戻してきたものの実態調査で

すとか、そういったものもございます。

それ以外にも先ほど申しました収納の補

助業務ですね。先ほど山崎委員からもご

質問ありましたように、収納状況という

のは非常に大変な状況でして、やはり窓

口でしっかりお聞きさせていただこうと

思いますと、そういった事務の補助も必

要になってまいりますので、そういった

補助をメインにしていただくような形で

やっていただいております。

　徴収員を平成２３年度末で廃止いたし

まして、推進員にかえておりますけれど
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も、平成２４年度も引き続き、収納率に

つきましては約１％程度上がるのではな

いかという見込みになっておりますので、

この制度改正による効果につきましては、

ある程度所期の目的を達しているのでは

ないかと思っております。

　それから、療養費適正化推進業務委託

料の減額に当たって、財源が一般になっ

ている理由でございますが、この一般と

いうのは一般会計繰出金ということでご

ざいます。一般会計で補助金を受けまし

て、その相当額を国保特別会計に繰出し

をしています。ですから、今回、療養費

適正化推進業務委託料を、年度末見込み

によって不用額を精査して減額をさせて

いただいたんですが、その減額に見合う

分だけ一般会計繰出金が下がっており、

それに見合う府からの補助金収入が減額

されていると、こういう理由になってお

ります。

　それから、柔整師のレセプトのチェッ

クの中身ということなんですが、この事

業につきましては保健師等を雇用して、

保健指導をしていただくというのを最終

目標にしております。アンケート調査を

実施させていただいておりまして、調査

件数は６月、８月、１０月の３回実施さ

せていただいております。それぞれ６月

が１，０９８件、８月が１，３８４件、

１０月が１，４０８件のアンケートを実

施させていただきまして、それぞれ６０

％以上の回答をいただいております。そ

れに基づきまして保健指導ということで、

重複受診とか頻回受診とかの方に、「な

かなか改善されないようですが、どうで

しょうか」ということを保健師と職員で

訪問させていただいて指導させていただ

いているというような状況でございます。

　この事業につきましては、国からも、

柔道整復師の施術の療養費の適正化の取

組みについてということで、実施を依頼

されている事業でございまして、なかな

か市で単独で取組みということはできま

せんので、こういう形で緊急雇用を活用

して実施させていただいたという次第で

ございます。

　それから、特定健診の単価でございま

すが、これは決算のときにもご答弁申し

上げましたように、個人と集団とでは違っ

てまいりますので、平均単価で計算をさ

せていただいております。中身につきま

しては、特定健診の受診者を４０％で見

込みまして６，８００人に対して１，８

３０円、２００人のほうは特定保健指導

の受診者でございます。合計が１，２７

４万４，０００円でございます。

　これは、歳出の計上額に見合うように

計上させていただいております。平成２

４年度の歳入歳出予算から、歳入につき

ましては前年度実績ではなくて、歳出に

見合う額を計上させていただいておりま

す。というのは、不用額等が出ますと、

それらを見込んだ保険料を設定するよう

に、大阪府のほうから言われております。

そうなりますと保険料を非常に高い率に

しなければいけませんので、歳入につき

ましては、それぞれ歳出に見合う額を計

上させていただいております。ですから

決算では歳入と歳出の予算との差がかな

り生じておりますけれども、それはこれ

だけ使えばこれだけ入ってくる、これが

決算で歳出が少なくなりますと歳入も少

なくなるということになっているわけで

ございます。

　それから、収納推進員の体制につきま

しては、先ほど補正のところでご説明さ

せていただいたので、それをもって答弁

とさせていただきたいと思います。

　それから、コンビニ収納の話でござい

ますけれども、年度の途中の段階ですの
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で、現時点でどうかということはなかな

か申し上げられないんですけれども、コ

ンビニ収納につきましては３６５日２４

時間、全国どこからでも納付できるとい

うことで、私どももポスターまでつくっ

て頑張っておるんですけれども、やはり

当初見込んでおりました利用率よりも、

当初３１％程度と見込んでおったんです

が、それよりも若干上がってくるであろ

うということを思っております。どれぐ

らいの効果になるかというのは、まだ２

年目で結果がはっきりしてませんので、

済みませんが少し多目に計上させていた

だいております。いずれにしましてもコ

ンビニ収納につきましては、今まで、例

えば、沖縄で納めるところがないでしょ

うかとか、北海道で納めるところがない

でしょうかというお問いもいただいてお

りました。単に、このお近くの方だけで

はなくって遠方の方もご利用いただけて

おりますので、非常に効果があると思っ

ております。できればもっと普及してい

きたいと考えておりますので、多目にと

らせていただいている次第でございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　そしたら、続けて２回目の

質問になるんですけれども、国民健康保

険料と収納推進員の件です。

　今お答えありましたように、収納率向

上には随分役に立っているんだという話

ですね。収納業務にかかわっての集金だ

けではなしに内部補助も含めてやってお

られる。いろいろと仕事の量もあるのか

なと答弁の中で感じたわけなんですけれ

ども、その中で集金の際等々に、ペイジー

口座振替のその案内等も端末を持って出

かけていって、というようなことも予算

のときには確かおっしゃっていたんじゃ

ないかなと思ってまして、実際に集金に

回られる件数なんかは減ってくるのかな、

どうなのかなということをですね、そう

したことでありますとか、なかなか滞納

のそうしたところに対しての働きかけな

んかもやっておられると思うんですけれ

ども、そうした中での今の状況なんかで

すね、この３名の方で取り組んでおられ

るところの、掘り下げた中身についても

う一度お聞きしておきたいと思っており

ます。

　また、コンビニ収納ともかかわってな

んですけれども、コンビニで納付ができ

るということなりますと、確かに便利に

はなるんですけれども、手数料等はやは

り割高なのかなということも思いまして

ですね、口座振替ができる方には口座振

替を勧めていくということも、もちろん

大事になっていると思っていますし、そ

こら辺りのところとの兼ね合いも含めて

お聞きしておきたいなと思っております。

　あと、療養費適正化推進業務委託料で

すけれども、ここのところでは、残った

分に対してはやはり返還になるのかなと

いうことを今確認させていただきました。

　それから、この事業の中身についても

お聞きしましたが、なかなかまだ年度も

終わってないというところで、どの程度

の効果があったのかということついては、

今後の検証もいるのかなと思いましたが、

実際のその業務の中身ですね、アンケー

トを保健師等の雇用もあってということ

も聞いたんですが、実際その適正化とい

うことでこれを取り組まれているわけで

すけれども、不適正な処理っていうのが、

やはり事例として出てきているのかなと

いうことですね。新年度の予算のところ

にも６１３万円継続して計上されていま

すから、やはり一定そのようなこともあっ

て、今後も続けていくということになる

んだろうと思うんですけれども、この辺

りのところを２回目もう一度聞かせてい
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ただきたいとと思います。

　もう１点、特定健康診査等負担金にか

かわることでお聞きをしましたが、国府

の負担金の出先についてはわかりました。

実際、課が出している人数に対しては、

そこまではなかなか決算の中ではいかな

いんだろうなということも感じましたが、

特定健診のところで６，８００人という

ことで上がっておりますが、この近年の

状況で言ったら大体４，０００人前後で

推移しててということでありますから、

そこら辺りのところの差がやはり目標に

対して大きいなということが気になって

おります。

　特定健診にかかわって、これも一般質

問のときにお聞きしたんですが、ここの

健診率が伸びない、そういうところの理

由についてですね、いろいろとこれまで

も取り組んできた勧奨の業務とかありま

したけれども、そうした中でどうしたら

この６，８００人という目標にですね、

近づけていけるのかお聞きしておきたい

と思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、収納推

進員の業務につきましてご説明を申し上

げます。

　以前、収納推進員の方に、ペイジーの

端末を持っていただいて訪問していただ

くということをご説明しました。口座振

替の強化のときに、期間を定めてその期

間にやらせていただくということをして

おります。今のこの時期というのは、振

り込め詐欺とかがちょっとでておりまし

て、最後の質問にもあるんですけれど、

特定健診のほうで未受診者の方全員にで

すね、今、受診勧奨をしてるんですけれ

ども、やはり状況が状況でございまして、

今お電話でかかってくるということ対し

て、なかなか受け入れていただけないよ

うなケースも出ておりますので、時期を

見ながらですね、強化月間等を定めてやっ

ていきたいと考えております。

　現在、集金につきましては原則として

やっておりません。特別な場合のみです

ので、実際に毎月、集金に行かせていた

だいている方はございません。滞納者へ

の働きかけの中身の状況ということで、

基本的には滞納している方への直接の電

話等は職員が行っておりますが、口座振

替のご案内とかそういった補助的な業務

や、あるいは現在土曜窓口とか、夜間窓

口をやっておりますので、そういったこ

との補助として、職員だけでは足りませ

んので来ていただいたりもしております。

　３人で適正かということなんですけれ

ど、以前から３人でございましたので、

３人で何とかやらせていただいており、

３人目の方については後期のほうもやっ

ていただいて、後期のほうも力を入れて

やっていただきたいと考えております。

　それから、コンビニ収納の考え方なん

ですけれども、私どもの考え方としまし

ては、平成２３年の１０月に、まずペイ

ジー口座振替受付サービスを導入させて

いただいて、ある程度口座振替の方をふ

やす、ふやすといっては何ですけれど、

口座振替を先に力を入れてやらせていた

だいて、その上でこういう形でコンビニ

収納を導入させていただいたという形で、

順を追ってやらせていただいていると思っ

ております。

　逆に、コンビニ収納から始めますと、

コンビニがあるからということで口座振

替はもういいよという方がふえてしまい

ますので、先に口座振替のほうを力を入

れてやらさせていただいて、ある程度口

座振替が普及した段階で、コンビニ収納

と考えて計画を立てて推進をしてきた次

第でございます。
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　ちなみに、ペイジー口座振替受付サー

ビスの状況なんですけれども、まだ年度

を通じては実施はできておりませんが、

平成２３年の１０月から平成２４年の９

月までの１年間の実績が出ております。

それでいきますと、導入後の１年間では

１，４２９件の口座振替の申込みがあり

まして、そのうち７７０件の方がペイジー

で申し込んでいただいてるという状況で

す。

　前年度の上半期からの受付件数の伸び

率というのは８．４％ほど伸びておりま

すので、ペイジーの導入効果というのは

あったのかなと思っているところでござ

います。

　いずれにしましても、弘委員ご指摘の

ように、コンビニの収納の代行業務の手

数料というのは高価でございますので、

今後とも新規加入の方には口座振替を推

進してまいりたいと考えております。

　それから、療養費適正化推進事業につ

きましては、不適正な事例があるのかと

いうお問いであったと思うんですけれど

も、実は療養費適正化推進事業を本市が

実施しようと思いましたのも、これまで

柔道整復師の施術につきまして苦情とい

うのは時々あったんですけれども、多く

の方が匿名でございました。匿名であれ

ば市としてはお聞きするだけになってし

まうんです。ところが、平成２３年度に

実名の通報がございまして、こんなこと

が許されるのかということでございまし

た。市としてもこれを放っておくという

わけにまいりませんので、この事業を活

用して取り組ませていただきました。や

はり、その中でも実名の通報が何件も出

てまいっております。市内の柔道整復師

会に入っておられるような方はそういっ

た苦情はないんですけれども、やはり新

しくどんどんできておりますので、そう

いったところで苦情が出ているような状

況です。

　その指導につきましては、大阪府と近

畿厚生局がタイアップしてかからなけれ

ばならないということで、なかなかこち

らのほうも、いろんな資料をお持ちして

お願いはしてるんですけれども、実際の

指導というのは、国と府が両方動かない

といけないという状況がございますので、

なかなか進まない状況で私どもも、例え

ば広域連合とも連携をして、何とかそう

いう悪質な業者については指導をしてい

ただくようにお願いをしているところで

ございます。

　平成２５年度につきましては、縮小し

て実施ということでさせていただいてお

ります。今現在考えておりますのが、国

の調整交付金がございますので、国の調

整交付金を活用しまして、もう少し規模

を縮小しながら効果的なところを中心に

やっていきたいと考えております。一般

の柔整師会の皆さんには余りご迷惑かか

らないような形で、そういうところをター

ゲットにしたいと考えております。

　それから、特定健診でございますが、

６，８００人ということは４，０００人

強で推移している状況で、差が大きいの

ではというお問いなんですけれども、今

まで特定健診の実施計画がありまして、

それに基づいた金額というのを当初、計

上しておった時期がございます。特定健

診は繰出金で無料で受けることができま

すので、被保険者の方のご負担というの

はないんです。ただ、それにしましても

決算と予算の差が大きいということで、

徐々に下げていっているわけなんです。

平成２５年度が、第２期特定健診実施計

画の初年度でございますので、それにつ

きましては４０％ということで、前年度

と同率ですね。前年度は第１期実施計画
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の５年度目で、６５％が法定計画の目標

値だったんですが、実際には４０％で予

算を組ませていただいてて、今回は第２

期の初年度で、４０％を目標として実施

するわけなんですけれども、４０％で組

ませていただいているという状況でござ

います。

　来年度以降上昇が少なければ、それに

見合った率で計上したいと思いますが、

先ほど申し上げましたように、歳出に見

合った歳入という形で計上をしてまいり

たいと思っておりますので、そこのとこ

ろはご理解いただきますようにお願いを

申し上げます。

　健診が伸びない理由なんですけれども、

今、未受信者の方にローラー作戦をさせ

ていただいてます。その中にはやはり

「何で電話かけてくるねん」「そんなも

ん受けへんわい」という方もいらっしゃ

いまして、やはり啓発をもっとしていか

なければいけないと思っております。

　今、考えておりますのが平成２５年度

は、まず時間がなくて忙しい方につきま

しては、土曜日に保健センターで実施を

する。これはまだ３回という試行の段階

ではございますが、それをやっていきた

いと考えております。

　あと、できればもっときめ細かい、例

えば受診案内と受診の予約を結びつける

ような、そういうことができないのかな

と考えておるんですが、これは来年度即

というわけにはいきませんので、今後の

課題として考えていきたいと考えており

ます。

　いずれにしましても、市民の皆さんに

健康になっていただいて、国保の医療費

が減少して、国保料も余り伸びずに済む

ということは非常に理想的な展開ですの

で、皆さんが健康になられますように、

特定健診の受診率を上げていきたいと考

えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　収納の業務にかかわって、

それから医療費の適正化にかかわっての

ことついては、今のご説明でもありまし

たように、鋭意今後も頑張っていただき

たいと思っております。

　最後、健診にかかわってなんですけれ

ども、やっぱりずっと課題として取り組

まれていて、なかなか成果のほうが上がっ

てこないというところの部分なんですが、

どこに問題であるのかなということが、

どうしてもひっかかるところであります。

市のホームページの中でも特定健診です

ね、やっぱり皆さんに受けてほしいとい

うことでそういう項目も設けられてて、

いろいろと何で受けないかんのですかみ

たいなことでの質問ですよね、それの事

例なんかもＱアンドＡで書いてあって、

なるほどなと思う部分があるんですけれ

ども、今回のその第２期計画の中で、ア

ンケートなんかもとられてる部分でした

よね。やっぱり行ってない人の、受けて

ない方の割合が一番高いのが、実際もう

通院をされている方ですよね。病院にか

かってて、病院で検査も受けているんだ

けれども、それ以外に特定健診をしない

といけないのかというところで、納得が

いってないということなんじゃないのか

なと思うんですが、市のＱアンドＡの中

には、そういった方に対しても、「特定

健診は通院中の方も対象になります」と。

「病院の検査が特定健診の項目を全て満

たしてない場合は、ぜひ特定健診を受診

してください」と。また「主治医の先生

にも相談してみてください」ということ

でね、説明が書かれているんですけれど

も、なかなか医療機関にかかっておられ

る方に対してのアプローチっていうこと

が、本当に必要なんだったら力を入れて
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やらないといけないと思いますしね、そ

の辺のところの認識について聞いておき

たいと思います。

　先ほどの堤次長のお話の中でも、なか

なか自分はもう健康なんだから受けなく

てもいいとおっしゃっている方とか、受

けたところで医療費が払えないからもう

行かないと突っぱねている方とか、そう

いう方がいらっしゃるのもそうだなと思っ

ておりますが、大きくその受診率を上げ

ようと思ったときにはね、そういった方

とあわせて実際通院されている方、この

方たちの対策、対応っていうのが必要な

んじゃないかなと思っておりますのと、

もう１点、保健センターと、市内医療機

関の健診の体制についてちゃんと整って

いるのかどうか。市内医療機関、開業医

の方たちももう本当に時間内忙しくって、

そういう様子を見てると、なかなかふだ

んの通院以外に、あえて健診ということ

が患者のほうから言い出しにくい、また

医者のほうからも働きかけにくいという

ような状況になってやしないのかなとい

うことも気になるので、そういったこと

お聞きしておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　弘委員の３回目の

ご質問にお答えさせていただきます。

　弘委員ご指摘のとおり、受けてない方

の中で通院しておられる方が多いという

ことも事実でございます。アンケート調

査のほうでも通院中だからという答えが

ございます。私どもとしましては、そこ

のＱアンドＡのとおりなんですけれども、

こういったことを進めていくにはやはり

医師会への働きかけも必要であると考え

ております。

　実際にどこに問題があるのかというこ

とにつきましては、私どもも他市で効果

を上げている事例も調べております。そ

の効果を上げておられるところというの

が、保健師が実際に動いておられるとこ

ろが非常に効果を上げておられると。実

際には国保年金課に保健師はおりません

ので、今の段階では取組みの力が弱いの

ではないかと考えております。ただ、保

健センターや保健福祉課には保健師はお

りますので、ここと連携をして、どうやっ

て受診率を上げていくか、今後とも検討

してまいりたいと考えております。

　今申し上げましたように、事務職員が

事務的にということではなくて、もう少

し踏み込んだ、例えば先ほど申し上げま

したように、保健センターや医療機関の

予約までとってしまうような勧奨の仕方、

あるいは保健師からですね、通院中の方

であれば保健師から健康相談でこれはこ

うですよと言われれば、ああそうかなと

思っていただけると思うんですけれども、

その辺りを考えていきたい。ただ、平成

２５年度にすぐできるかと言いますと、

それは今後の課題ということで、今後鋭

意考えていきたいということでお願いを

いたします。

○森内一蔵委員長　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　特定健診の前は市

民健診という形で医師会の先生方のご協

力、今現状よりは実績も多うございまし

た。特定健診に変わるときに、保険者が

変わっただけではなく、システムそのも

のも大きく変わりました。それまでの市

民健診と言われてました時代には、全て

の結果を紙ベースで市のほうに提出して

いただいてというシステムだったんです

が、特定健診になりますと、医師会の先

生方から直接国保連合会にデータベース

で結果を送って、そして国保連合会から

支払われるという、その辺りの基本的な

仕組みが変わりましたことより、医師会

の先生方にとりましては非常に煩雑になっ
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た。医師会の先生方とも協議を重ねてい

るわけですが、やはり項目がかなり制限

をされている。それから、手続が煩雑だ

と、このようなお声をたくさん頂戴して

おります。

　特定健診の項目につきましては、国が

定めております項目以外に、ＣＫDいわ

ゆる腎機能不全で、透析に陥る危険性の

高い方の早期発見のための検査項目だと

か、後追いで国のほうが追加で入れてま

いりましたが、それらも摂津市の場合は

当初から入れていただくような調整をし

たり、先生が必要だと思われた場合には、

心電図の検査とかも追加していただける

というような仕組みを、できる限り頑張っ

てつくりはしましたが、やはり大もとの

報告の仕方、請求の仕方、それからそれ

に対する報酬のあり方、そのようなとこ

ろがなかなか厳しいものになっていると

いうご指摘をいただいております。

　これらのことに関しましては、やはり

この国全体の制度の問題も大きいと感じ

ておりますので、また今後とも医師会の

先生方と協力しながら制度のあり方等も

検討していけたらいいかなと考えており

ます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　この特定健診、当初メタボ

健診とも言われてて、そこに特化してや

るいうことに対する反発っていうことも

ね、あったかと思っているんです。部長

が言われるように、国の制度自身本当に

これでというふうなことがあるのは承知

しております。そんな中で、本当に市民

の国保の保険者、被保険者の方たちの健

康を守っていくということに対して、ど

う改善できるのかなということがどうし

ても追求していかないといけないことだ

と感じております。そういった点では、

ぜひ今後の体制の改善や啓発を強めてい

くことももちろん大事だと思っておりま

すし、私、先ほど言いました市内の医療

機関、特に開業医なんかちょくちょく伺

うときなんかでも本当に忙しく、多くの

患者を受けておられて、お医者さん自身

も疲れているみたいな、そういう状況を

見受ける中で、ここで健診を申し込んで

いいのかなみたいな、そんな患者の思い

なんかもあるんじゃないかなと思ったり

してますと、根本的な今の医療の体制自

身にもかかってくるのかなと思いますが、

市のやれるようなこと、しっかりと医師

会との連携等々もとりながら前に進めて

いっていただけたらなと思います。また、

継続して取り組んでいきたいなと思いま

す。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、私からも

ですね、何点かお聞かせをいただきたい

と思います。

　まず、収納率の件につきましてご質問

いただきました。いろいろと皆さん工夫

をなされてですね、努力をしていただき

まして、今、収納率がアップをしているっ

ていうことでございますので、その点に

つきましては私からもこの場をおかりい

たしましてありがたいと思っております

けれども、平成２５年度ですね、１％の

増の見込みを持っておられるというお話

なんですけれど、もう少しそこの点です

ね、現年分滞納分等あると思いますので、

もう少し見込みの詳細をお聞かせいただ

きたいと思います。

　それからですね、今、収納率が上昇傾

向にあるというところで、いろいろと取

組みをされておる効果ですけれども、い

ろいろと取組みをされてきた中で、どの

ような取組効果があると今お考えである

のか。そのような前提に立って今回ね、
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平成２５年度の予算を組んでおられると

思いますので、その点につきましても一

度お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、山崎委員、そして弘委員も

おっしゃっておられたことになりますの

で、この点につきましては要望とさせて

いただきたいと思っておるんですけれど

も、一つは療養費の適正化推進業務委託

の件でございまして、平成２５年度、６

１３万７，０００円の予算を組んでおる

わけでございまして、この会計全体から

するとですね、割合ってこともあるかも

知れませんけれども、しかしね、貴重な

保険料からも使うわけでございますので、

この点につきましては、決して私安い予

算じゃないというように思います。この

ような６１３万円を使っただけの効果が

あるのか、しっかりとその辺のことも見

据えていただいた中で取り組んでいただ

きたいと、この点につきましては要望と

して申し上げたいと思っております。

　それから、コンビニ収納と口座振替の

件につきまして、私も全く弘委員と同じ

ような意見を持っておりまして、やはり

本来は口座振替に多くの方が移行してい

ただくということが、安定した保険料徴

収につながるんだろうなと。コンビニ収

納を可能にするということは、確かに間

口を広げるという面でいうと非常に効果

的なことなのかもしれませんけれども、

しかしね、口座振替をまずということで、

堤次長からその答弁をいただきましたけ

れども、ぜひそのような方向性でね、こ

れも取り組んでいただきたいと思ってお

ります。これも要望として申し上げたい

と思います。

　それから、ちょっと細かい話につきま

して、少しお聞かせいただきたいと思う

んですけれども、１点はですね、後発医

薬品の普及推進事業でございまして、６

５万６，０００円の予算が今回ついてお

るわけなんですけれども、私の感覚では

だんだんとジェネリックも普及してきて

いるのかなというように思うところなん

ですけれども、今どの程度の普及度であ

るのかね、それについて詳細なデータを

お持ちであればお聞かせをいただきたい

と思います。

　それから、これは後の議案にもかかっ

てくる話なんですけれども、国民健康保

険運営協議会の委員報酬の支払い方が変

更になっておるわけなんですけれども、

その背景につきましても少し簡単にご説

明いただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、嶋野委

員のご質問にお答えさせていただきます。

　保険料につきましては、現在、決算で

数字が出ておりますのは平成２３年度の

決算の数字でございます。平成２３年度

の決算につきましては、一般被保険者国

民健康保険料、退職被保険者等国民健康

保険料をあわせた全体で８７．６２％で

ございます。その推移の状況でございま

すが、平成２１年度の本市の収納率は８

４．６５％ということで過去最低となっ

ております。平成２２年度は８６．３２

％ということで１．６７％上昇しており

ます。平成２３年度につきましては今申

し上げた８７．６２％ということで、約

１．３％上昇しているような状況でござ

います。平成２４年度は、現時点では１

％ぐらい上昇が見込めるのかなというこ

とで、引き続き平成２４年度も１％程度

向上を期待をしまして８８．５％の収納

率を設定をさせていただいております。

　収納率につきましては、以前にも申し

上げたかと思うんですけれども、実現可

能な収納率でもって予算を計上しない場

合は、府の特別調整交付金の減額措置も
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ございますので、私どもが頑張って達成

できる実現可能な収納率を、平成２５年

度予算では計上させていただいているい

うところでございます。

　それから、収納率向上対策でございま

すが、収納率の向上につきましては、早

期、中期、後期の３つの段階に応じてそ

れぞれ対策をしているわけでございます。

やはり早期の段階で最も力を入れており

ますのは、新規国保加入者に対する口座

振替の勧奨でございます。私ども平成２

３年の１０月にペイジー口座振替受付サー

ビスを導入しておりますけれども、これ

は大阪府下では本市が初めてでございま

す。また、私どものところにはもう１０

市以上の方が視察に来られまして、でき

れば国保だけではなく、市庁内の全口座

振替の料金をペイジーにされてはどうで

すかということでご提案もさせていただ

いており、そのようにされておられると

ころ、あるいは国保の調整交付金を活用

して国保だけ導入されておられるところ

と分かれはしますけれども、多くの団体

が私どもの導入を契機に導入をしていた

だいていような状況でございます。

　このサービスは国保の窓口にキャッシュ

カードを持ってきていただければ、キャッ

シュカードをかけて暗証番号を入れてい

ただいたらその場で口座の登録ができる

というもので、今まで口座振替の登録を

していただいたにもかかわらず、最初の

一月目は納付書でお支払いいただかない

と間に合わないというのがほとんどのケー

スなんですけれども、そういったことで

トラブルがあったりもしておったんです

けれども、そういったものはこれを導入

することによってもう全くなくなってお

りますので、今後もペイジー口座振替を

どんどん進めていきたいと考えておりま

す。

　それから、コンビニ収納でございます

けれども、やはりコンビニ収納を導入す

ることによって、いろんな方にメリット

がございます。お勤めに行かれている方

は金融機関にはなかなか行きにくいとい

うこともございます。先ほども申し上げ

ましたように、転出されて遠くに行かれ

ておられる方、近畿だけではなくもう全

国に散らばっていかれますと、なかなか

摂津市の指定公金収納の金融機関がござ

いませんので、そういったあたりを考え

ますとコンビニ収納のほうにも力を入れ

ていきたいと思っております。

　あと、中期の段階ではですね、コール

センターを通じた納付勧奨というのは非

常に効果を上げていると思っています。

先月も一月あたり二、三百万円ぐらいの

分納の誓約を履行されなかった方にお電

話をさし上げて、払いますということで

お約束をいただいております。年間何千

万円かの効果はあるところでございます。

また、コールセンターにつきましては、

分納の勧奨だけではなくいろんな業務も

やっていただいておりまして、国保にお

きましては、納付勧奨だけではなく資格

適正化ですとか口振勧奨ですとか口座振

替不能者の連絡ですとか多岐に渡ってを

やっていただいておりますので、これは

非常に効果が高いと考えております。

　特に、資格適正化につきましては、コー

ルセンターを通じてもやっているんです

けれども、平成２２年度から月例でやっ

ておりまして、これは社会保険の加入が

疑われる方が喪失手続をされないことに

よって非常に大きな損害が国保特会に生

じます。大体お一人いらっしゃるだけで

十数万円の後年度拠出額がふえてまいり

ます。それに社保の方というのは、所得

がおありですのでその分も乗っかってま

いります。調整交付金もどんと減らされ
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ることになりますので、資格適正化とい

うのは非常に大きいと考えております。

そういったことを中期として取り組んで

おります。

　あと、後期の段階でございますけれど

も、従来の資格証明書に加えまして、平

成２２年度から滞納処分もさせていただ

いております。今まで誠意がない滞納者

につきましては、本当に歯がゆい思いを

しておったんですけれども、現時点では

資力があるにもかかわらず納めていただ

けない誠意のない滞納者につきましては

厳正に対応しておりまして、こういった

ことも効果を上げているのではないかと

考えております。いずれにしましても滞

納者を出さない対策というのが本来でご

ざいますので、今後も口座振替率の向上

に向けて取り組んでいきたいと考えてお

ります。

　それから、後発医薬品の普及率でござ

いますが、後発医薬品普及の事業は平成

２２年度から開始をしております。種類

別の普及率では、平成２２年の５月が３

５．３％であったものが、平成２３年度

末の時点では３９．９％ということで４．

６％ほど種類別の普及率が上がっており

ます。これは、私どもの差額通知とジェ

ネリック希望カードの影響だけではなく、

市内の薬剤師会のご協力等もありまして、

こういった形で伸びてきているのかなと

考えております。最近では逆にジェネリッ

クを希望したのにもらえなかったという

ような苦情等の相談もいただいている状

況でございます。それは、薬剤店の在庫

の管理の問題もございますので、その辺

りは適正にしていただくように薬剤師会

のほうにお願いをしているところでござ

います。

　それから、国民健康保険の運営協議会

の委員報酬の改定の件でございますが、

背景ということで、まずこの場では背景

を説明させていただきたいと思うんです

けれども、大阪府下の状況でございます

が、４３市町村中、年額で報酬を定めて

いるのが本市と藤井寺市、能勢町、岬町

の２市２町ということになっております。

その他の市町村は全て日額ということに

なっております。行革の関係もございま

して、年払いにしますと、協議会を欠席

されても同じ報酬ということになってし

まいますので、従来から日額に直せない

かということは考えておったんですけれ

ども、運営協議会の委員の任期が２年間

ございますので、今回３月末で２年間の

任期が終わりますところから、運営協議

会の委員の皆さんのご理解をいただいた

上で、今回条例改正を提案をさせていた

だいている次第でございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず、収納率の件な

んですけれども、これは国保という、そ

の特徴と申しますか、制度上の大きな問

題点があるんだろうなと私は思っておる

んですけれども、本当に今の状況を考え

たときに、非常に厳しい生活の中でも頑

張って保険料をお支払いしていただいて

いる方が大変多いんだろうなと思ってお

りまして、そのような方からの視点から

立つと、やはり全ての方に徴収をしてい

ただくと、納めていただくということは

やはりそういった方に応えていくという

ことになっていくんだろうなと思ってお

りまして、そういう面からいうと、やは

り徴収率を上げていくといったことは非

常に重要な取組みなんだろうなと思って

おります。ただ、その中で大事なのは、

やはり費用対効果といったものをしっか

りと見ていかなくちゃならんということ

ではないかなと思うんですね。収納率が

上がっているいろいろな要因といたしま
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して、特に初期の段階では、次長のお話

を聞いておりますと、ペイジーの口座振

替といったものが、非常に大きな影響が

あるんじゃないかというお話だったと思

いますし、中期的な視点に立つと、コー

ルセンターの効果も大きいんじゃないか

と。ちょっと驚いたんですけれども、年

間で数千万円の効果があるというお話で

ございましたので、これは費用対効果と

いう点からしても非常に大きな取組みな

んだろうなと思っております。とにかく

徴収率を上げたらいいというのは、ある

一方としてあるかもしれませんけれども、

かといって、幾らでも予算を使っていい

というものでもないと思いますので、しっ

かり費用対効果といったものを見ていた

だきながら、どのような徴収率アップに

取り組むのがいいのかといったことにつ

いて、ぜひとも取り組んでいただきたい

と要望として申し上げたいと思います。

　それから、後発医薬品の普及につきま

しても、平成２３年度末３９．９％、種

類別でということでお話をいただきまし

て、上がっているんだなということにつ

いても確認をすることができましたし、

運協の件につきましても、やはり適正な

方向に動いているんだなということも確

認させていただきました。本当にいろい

ろと工夫をしていただいて、運営してい

るということにつきましては、私も理解

をしているつもりでございますので、引

き続き被保険者の方が納得されると言っ

たら少しおかしいかもしれませんが、ぜ

ひそのような視点で、費用対効果といっ

たこともしっかりと持った中で、国保の

運営をしていただきますようにお願い申

し上げまして、質問を終わらせていただ

きます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　森西委員。

○森西正委員　それでは、先ほどからコ

ンビニの収納代行の件と口座振替の件の

質問が多く出ておりまして、その中で、

先ほど国民健康保険から後期高齢者医療

保険に変わるときの口座振替は自動的に

できないのかという質問で、それは保険

が違うからできないという答弁がありま

したけれども、その点ですけれども、こ

れ後期高齢のほうは広域連合という形に

なって、国保は各市町村ということです

けれども、この点、口座振替が自動的に

できないのかという議論が広域連合のほ

うを含めて、今まで議題に上がっている

のかお聞かせいただきたいと思いますし、

市として、そういう方向にできないのか

ということも考えたことがあるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　続いて、今までこの国保の歳出抑制、

若しくはその保険の給付費の抑制を図ら

れていたと思います。先ほども質問があ

りました特定健診とか、若しくは後発医

薬品の普及ということで、抑制を図られ

てきたと思うんですが、もしそういうこ

とがなされてきてなかったら、今この国

保の歳出というのがどのようになってい

て、そういう抑制といいますか、事業を

行ってきたから、今これだけ抑制ができ

ているんだという部分を、もしお示しが

できるようであればいただきたいと思い

ます。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　そうしましたら森

西委員のご質問にご答弁させていただき

ます。

　まず、国保から後期に移られた方で、

口座振替が継続できないかということが

広域連合として議題に上がったかという

ことにつきましては、これは上がったと

いう認識はございませんので、今までそ

ういったものは上がってなかったのでは
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ないかなと思っております。

　それから、これを継続することができ

ないかというご質問なんですけれども、

口座振替の契約が国民健康保険料の口座

振替の金融機関と、ご本人と、それから

私どもの三者の契約になっております。

その申し込まれている契約が国保料とい

うことになっており、国保料と後期高齢

者医療保険は、保険者が違いますので、

また違った料金になると認識しておりま

す。これは、法的にはできないのではな

いかなと考えております。

　次に、今まで取り組んできた効果とい

うことなんですけれども、いろんな取組

みをしておりますが、財源の効果としま

しては、今まで取り組んできた取組みの

中では、平成２０年度に後期高齢者医療

制度ができましたときに、その後期に移

行を撤回された方がいらっしゃいました。

後期移行を撤回したというのは、６５歳

以上で一定障害の方については、７５歳

以下であっても、後期高齢者医療制度に

移ることができ、国保と選択ができます。

その国保から後期にいくのを撤回された

方というのが６０名ぐらいいらっしゃい

まして、その中で、その平成２０年度に

後期の制度ができましてから、軽減制度

が充実してきたということで、後期のほ

うが安くなる方がふえました。そういっ

た関係で、まず平成２０年度はそういっ

た勧奨をいたしまして、医療費としては、

確か２，０００万円ぐらいの効果があっ

たように思います。それが最初の取組み

です。

　一つ一つの詳細な資料を今持っておら

ないんですけれども、特定健診につきま

しては、これで生活習慣病が予防できる

ということなんですけれども、ただ、こ

れで幾ら生活習慣病が予防できたかとい

うのは非常に難しくて、数字が出せない

ものでございます。

　それ以外のことで、ジェネリックにつ

きましては、先ほど申し上げましたよう

にジェネリックの利用率がかなり上がっ

ております。金額につきましては、実際

にお送りした方の中で、変更があった方

だけで年間１，３１０万円ぐらいの医療

費が削減されておりますので、ご本人も

その分は医薬品代が軽減されているとこ

ろでございます。

　これ以外にも、調査の対象外の部分で

も、薬剤医師会のご協力で普及している

部分がありますので、全体としては、こ

れの何倍かの効果はあるのかなと思って

おりますけれども、私どもが実際にお送

りした方だけで見ますと、それぐらいの

効果になっております。

　医療費の取組みについては、私が現在

把握しているのは、それぐらいでござい

ますが、それ以外に資格適正化の効果と

いうのは、非常に大きなものがございま

して、先ほど申し上げましたように一人

当たり十数万円の効果、もし、その方が

国民健康保険から社会保険に喪失の手続

をされずに、１年間残っておられるだけ

で、その後年度拠出金が十数万円変わっ

てまいりますので、もし二、三年いらっ

しゃると、それだけでももう数十万円、

加えてその方は会社にお勤めになります

ので、調整交付金が減らされるというこ

とがございますので、お一人の方が数年

間いらっしゃるだけで１００万円ぐらい

の効果がざらに出てくるようなことがご

ざいまして、そういったことは現在は毎

月月例でさせていただいているという状

況でございます。それはかなり大きな効

果であると思っております。

　それ以外に、医療費通知を２か月に１

回お送りいたしております。医療費通知

の効果が幾らかというのは非常に難しい
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ところなんですけれども、こういう取組

みもいたしております。

　また、それに加えまして、平成２４年

度から減額査定通知というのも送らさせ

ていただいております。減額査定通知と

いうのは、何かといいますと、医療機関

で請求された金額と審査された金額が相

違して減額になる場合でございます。こ

こで、一定の額以上減額になった方につ

いては、減額査定通知をお送りをしてお

ります。そういったことも医療費の適正

化にはなっているかなと考えております。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　口座振替の件は、法的に

厳しいのではないかということですけれ

ども、市民からしますと、国保が終わっ

て後期になるときに、また改めてそうい

う手続をとらなければならないというこ

とで、これ大変面倒な部分があります。

また、それを口座振替に改めてというこ

とで、そこでまた費用が生じてくるとい

う部分もあろうかと思います。例えば、

チラシをつくったり、そこでその人件費

が発生したりとか、委託料が発生したり

という部分で、発生するのが現状だと思

うんですけれども、その辺がもしできる

ことであれば、発生する費用としてもな

くなればいいなと思いますし、また市民

からすると同じ作業をするという手間を

とられないように、何とかできるようで

あれば考えていただきたいと思いますし、

また広域連合のほうでも、そういう議論

をしていただければと思いますので、こ

れは要望とさせていただきます。

　続いて、医療費の抑制といいますか、

歳出の抑制で、今までさまざまな取組み

をなされてきて、抑制を図られてきたと

思います。今回の予算の中でも、総務費

若しくは保健施設費という部分では前年

に比べて減額で出されております。しか

しながら、保険給付費などは毎年増とい

うことになっておりまして、これから負

担がふえてくるということが危惧すると

ころでありますけれども、これは、やは

り医療費の抑制を根本的にはその部分を

図っていかなければならないと思うんで

す。それは、国保年金課が幾ら努力をさ

れても、なかなか抑制という部分では図

れないというところが多々あろうかと思

いますけれども、そうなりますと、例え

ば医師会と協力をして抑制部分を図って

いく、若しくは、不正請求ですね、先ほ

どありましたけれども、不正請求とかそ

ういう部分をなくしていく。本当に必要

な医療であるのかというところ、その点

の議論になってこようかと思うんですけ

れども、その点は医師会とどのような平

素、協議をなされておるのかお聞かせい

ただきたいと思いますし、また現在、摂

津市の中で医師会を初め、三師会ですね、

柔道の整復師会等に入っておられないと

ころというのは、どの程度あるのか、例

えばレセプトされるところの中でどの程

度あるのか、その点お聞かせいただけた

らと思います。

○森内一蔵委員長　福永部長。

○福永保健福祉部長　まず、医師会や歯

科医師会に入っておられない医院がある

かというご質問でございますが、済みま

せん、詳細の数が記憶にございませんが、

それぞれ２件から４件か５件あったと思

います。医師会や歯科医師会、薬剤師会

は市の行政に非常にご協力を願っており

ますことから、例えば予防接種でありま

すとか、市から委託しておりますものに

関しては医師会とのご契約をしていると

いう状況で、常に医師会、歯科医師会、

薬剤師会とは協力体制をとりながら健診

体制とかもご検討、ご承認していただき

ながら施策を進めているところでござい
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ます。

　あと、医療費の抑制等に関しましても、

医師会の先生方と先ほどご答弁申し上げ

たように、健診のことについてもいろい

ろとご相談している次第なんですが、今

後やはり医療費の抑制をしていくために

は、特に医療費がたくさんかかる、高額

療養費を多く使いますような疾患につい

ての予防策を講じていかないといけない

ということで、最近では特に、透析に陥

ることを予防するための腎機能不全とま

では言えないような検査結果が出ている

方に対しての保健指導等についてご相談

申し上げて、一部の先生からは「そこま

でしなくてもいいんじゃないか」という

お声があったりもしたんですけれども、

「いえいえ予防というところでしっかり

と取り組んでいかせていただけたら」と

いうことで、また医師会の先生方とご一

緒に取り組んでいけたらという申込みを

したりしております。

　それに対して医師会全体としまして、

ご賛同いただいて、今ちょうど緒につい

たところなんですが、今後特にその辺り

を進めていけたらと考えている次第です。

　特に、人工透析に関しましては、お一

人当たりの医療費が年間に何百万円にも

上りますので、ここら辺りの抑制ができ

ると効果が高いのではないかなと考えて

いる次第です。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　柔整師会の加入状

況なんですけれども、私どもが把握して

おりますのは、摂津地区では１３団体で

ございます。柔整師につきましては、最

近、大阪府からの通知でも出入りが激し

いものですから、会のほうでもほとんど

つかまれていないような状況でございま

す。

　それともう一点、国保から後期に移行

された場合につきましては、平成２４年

末からではあるんですけれども、年齢到

達によって、国保から後期にいかれる場

合につきましては、口座振替の用紙を通

知に同封させていただきまして、スムー

ズに移行をしていただけるようにご案内

を差し上げた上で、収納推進員からもお

電話を差し上げて、ご確認もさせていた

だいているような状況でございます。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　口座振替の件は、ぜひと

も検討していただきたいと思いますので、

これは要望とさせていただきます。

　それと医療費の抑制ですけれども、部

長からご答弁いただきましたけれども、

この医療機関というのは、これ摂津市の

医師会、三師会は、摂津市内だけであり

ますから、この総合病院になりますと、

これは摂津市以外の医療機関で医療をと

いうことになってきますので、そうしま

すと、医療というのは、現実広域連合に

なっておりますので、やはりもう少し広

い区域で、そういう協議なり、声を上げ

ていただきたいと思います。それが摂津

市の中から声が出て、それが広がってい

ければと思いますので、この点、ぜひと

もよろしくお願いしたいと思いますし、

この医療機関や医師、市民、行政、これ

全てが費用的な部分とかサービス、そし

て生命という部分が、これ三者がともに

いいという形をぜひともとっていただき

たいと思いますので、この一つだけでも

いいという形になって、そのほかが厳し

いということにならないように、ぜひと

もよろしくお願いしたいと思いますので、

要望とさせていただいて質問を終わりま

す。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、各委員か

らの要望もありましたし、私のほうもご
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意見もありましたので、要望としておき

たいと思います。

　１点目は、後発医薬品の普及について

ですけれども、やはり依然として、現状

としまして、なかなか患者からジェネリッ

クに変えてほしいということをいうタイ

ミングですとか、その状況の中で、なか

なか言いづらいという環境がまだまだあ

るようですので、薬剤師の方からジェネ

リックにしましょうかというお声をいた

だくこともあるということは聞いており

ますし、私も実際体験したことがありま

すので、調剤薬局関係、薬剤師関係等に

ついては、ご協力をされているようです

けれども、やはり主治医の方に患者のほ

うからジェネリックにしてもらえません

かというのが、なかなか言いづらい環境

であるということについて、努力をして

いただいていると思いますけれども、更

に今後工夫をしていただいて、カード等

も送っていただいてるということですけ

れども、なかなかそれを見せて、現実に

は主治医の方に後発医薬品をというお願

いをしないといけない、そのこと自体が

なかなかご本人からはしづらいという現

状もあるようですので、この点について、

やっぱり努力をしていただいて、改善で

きるようによろしくお願いいたします。

要望といたします。

　もう一点は、予算書１９ページ、委託

料等で上がっておりますけれども、国民

健康保険証のことについてですけれども、

この国民健康保険証を送付される機会に、

ひとり暮らしの方、高齢者が多いわけで

すけれども、単身者の場合、病気になっ

て入院をしてから手続等についてできな

いという点につきまして、国民健康保険

の限度額適用認定証の申請についてなん

ですけれども、窓口に行けば直ちにつくっ

ていただいて、早急に対応していただい

ているという現状には、大変満足してい

るんですけれども、一旦もう手続をする

間もなく、またその手続をしていただけ

る知人とか親族がなくて、入院してから

手続ができないで困っている人が多いと

いうことを、ご相談の中でも大変よく受

ける現状ですので、あわせて、この制度

を全く知らないで、そのまま全額払って、

退院のときには払わないと出られないと

いう意識の方も多いですので、手続を退

院しても間に合うということすら知らな

いで、そのまま全額払ってしまって、ま

た後でということになると、負担がもう

非常にその時点で大きいというご相談も

たびたびお受けするわけですけれども、

できましたら保険証に適用の認定証をあ

わせてつけていただくことはできないの

かということについて、１点お尋ねした

いと思いますのでよろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　限度額適用認定証

の発行の考え方について、ご説明をさせ

ていただきたいと思います。

　限度額適用認定証と申しますのは、国

民健康保険法の施行規則２７条の１４の

２第１項第３号で規定されてございまし

て、世帯主が滞納していないことを証す

る書類を添付できない場合は、法律上、

限度額適用認定証というのは交付できな

いことになっております。ですから、今、

本保委員がご指摘のようなことは、法律

上はできないということなんです。特別

の事情があれば、同条の第２項の規定で、

世帯主が届出をしていただければお出し

することができるということでございま

すので、申しわけございませんが、今の

段階では、もう法律上の規定により、自

動的におつけするということができない

状況でございます。

○森内一蔵委員長　本保委員。
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○本保加津枝委員　その辺については承

知をしておりますけれども、本人が来ら

れない、代行していただける方もいらっ

しゃらないということについて、もう少

し周知のほうも徹底をしていただきたい

と思います。

　それで、この認定証につきましては、

滞納していないことが確認できなければ

ということなんですけれども、一定その

後の納付について確認ができれば発行し

ていただける状況もあるのではないかと

思いますので、本来でしたら１回で済む

ことですので、滞納確認ができれば、一

緒につけることは無理かもしれないんで

すけれども、例えば電話で医療関係から

国保のほうに確認をしてもらって、ファッ

クスを送信するとか何らかの形で証明を

送ってあげることができるとか、この辺、

法律というものが盾にもあると思います

けれども、改善の余地はあると思います

ので、この辺について、もう少し被保険

者の方が利用しやすいような制度にして

いただくことと、更にその前段階で積極

的に誰もが利用できる制度として、しっ

かりと周知をしていただくようにお願い

をしたいと思いますので、要望といたし

ます。よろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　ほかに質問ないです

か。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後０時１分　休憩）

（午後１時　　　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開をいたします。

　議案第３１号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　高額療養費の資金貸付

基金条例の廃止ということで、先ほども

国保のところで出ましたけれども、療養

費の受領委任払制度ですとか、高額療養

費の給付に関しての状況をお聞かせいた

だきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、私のほ

うから高額療養費の受領委任払い等の状

況についてご説明申し上げます。

　高額療養費受領委任払いにつきまして

は、平成２４年４月から外来につきまし

ても、限度額適用認定証制度が適用でき

るようになりましたので、平成２４年度

の申請件数はゼロとなっております。平

成２３年度までにつきましては、平成２

３年度は２１５件の申請がありまして、

２１５件の承認を行っております。

　高額療養費受領委任払いにつきまして

は、平成１９年に、入院につきまして限

度額認定証制度ができておりますが、そ

れ以前は、１，０００件を超す申請があっ

たんですが、それ以降は１００件から３

００件ぐらいの件数で推移しておりまし

たが、平成２４年からはゼロ件となって

いる状況でございます。

　高額療養費貸付金制度の概要を申し上

げますと、昭和５４年４月に条例を設置

させていただいたんですけれども、その

後、平成５年４月にご質問のありました

受領委任払制度ができまして、そこから

は高額療養費の貸付けというのは、ほと

んど利用されておりませんで、最後に利

用されましたのが平成１２年５月に１件

ということでございます。それ以降１２

年間、全く貸付けはございません。平成

２４年から外来につきまして、限度額適

用認定証の制度が始まりましたので、貸
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付基金の役割が終了したものと考えさせ

ていただきまして、本条例の廃止の提案

をさせていただいたものでございます。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

○山崎雅数委員　結構です。

○森内一蔵委員長　ほかにございません

か。いいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時３分　休憩）

（午後１時４分　再開）

○森内一蔵委員長　再開いたします。

　議案第３４号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　これに関しては、後期

高齢者医療保険制度に移行される扶養家

族のいらっしゃる国保世帯に対しての軽

減措置が３年延びるということになるん

かなと思うんですけれども、恒久的な措

置にもしていきたいみたいな話もあった

かと思うんですけれども、２分の１軽減

から４分の１軽減になることによって、

今、国保の対象世帯で、どのくらいの合

計で結構です、負担がふえるというか、

影響額が出るのか、お聞かせいただきた

いと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、今回の

国民健康保険条例改正の影響額について、

ご答弁申し上げます。

　平成２３年度におけます軽減の対象者

数は、一般被保険者で１，３００人、退

職被保険者で２２人の延べ１，３２２人

となっております。軽減額につきまして

は、理論上、その医療分と後期高齢者支

援金分の世帯別平等割額の合計額２万８，

２００円の２分の１に相当する１万４，

１００円になるわけですが、これらの方

につきましては、７・５・２割の保険料

軽減分とあわせて軽減される方もありま

すため、全体で合計１，４２７万円の軽

減となっております。一人当たりに直し

ますと、約１万８００円となっておりま

す。

　改正の影響額につきましては、平成２

５年４月１日現在で、５年を経過する方

が３０４人ございますので、３０４人掛

ける、先ほどの一人当たり１万８００円、

その２分の１としまして、１６４万円を

見込んでおります。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　ひっくり返しましたら

１６４万円、市民負担を求めるというこ

とになるのかなと思ったりするんですけ

れども、こういう措置をとっていかなく

てはいけないというのは、後期高齢者医

療保険制度が導入されたことによる矛盾

ということなんですね。お年寄りから保

険料を取ろうという、このスタートがこ

ういう措置が必要になってきたという背

景にあると思うんですけれども、これが

３年後にはなくなっていく。今回も減ら

されるということで、社会保険に入って

おられる方なんかは別なんでしょうけれ

ども、こういうお年寄りを抱える世帯に

対する負担がふえるということに対して、

国民健康保険でも同様の継続した、その

先々ですね、軽減措置というのを独自に

つくっていくことができないのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　今回の制度改正の

内容でございますが、今回、条例改正を

お願いいたしますのは、同一世帯の国民
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健康保険被保険者が後期高齢者医療制度

に移行されることによりまして、国民健

康保険の被保険者が、一人世帯となる場

合における保険料の世帯別平等割額の軽

減措置の延長ということでございます。

ただ、この制度は平成２０年４月に後期

高齢者医療制度創設に伴いまして、同一

世帯の国民健康保険被保険者が後期高齢

者医療制度に移行することによりまして、

国民健康保険被保険者が一人世帯となる

場合に、従前の保険料よりも高くなると

いうことが予想されましたので、それを

未然に防ぐために、７５歳の年齢到達に

伴って、後期に移られることがあっても、

従前と同じ負担程度になるように設けら

れたものでございますが、この中の制度

は二つございまして、一つは低所得者に

対する軽減措置の内容でございます。こ

れは５割、２割の政令軽減を受けておら

れる世帯につきまして、国保から後期へ

の移行により、世帯の国保加入者が減少

しましても、５年間従前と同様の軽減措

置が受けられるようにしているものでご

ざいます。この分につきましては、公費

による補填のあります政令軽減ですので、

条例事項ではございませんが、こちらの

措置は恒久措置に改められております。

　今回、お願いをいたします世帯別平等

割の軽減措置については、これは５年間

の有期で切られてしまうということがあ

りまして、今回の改正であと３年延長す

るというものでございます。

　先ほどもご説明させていただきました

ように、年間で１，３００人ぐらいの方

が対象となっておるわけですけれども、

制度改正の当時に移行されておる方が、

多くいらっしゃるんですけれども、その

時点で５年を経過された方が３０４人と

いうことでございますので、同一世帯で

ご夫婦であれば、５年の経過のうちにご

夫婦とも移行されるという状態になって

いるのではないかなと思っております。

　今回、３年の延長によりまして、かな

りの方が軽減されるのではないかなと。

ただ、先ほども申しましたように、低所

得者に対する軽減措置の部分につきまし

ては、恒久化ということでございますの

で、二つの部分があり、一つの部分はも

う既に法令改正により恒久化されている

ということでよろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者医療保険制

度でいうと、例えばご夫婦であっても一

人ずつの保険になると。これはやはり高

齢者への負担の増大。この部分では、本

当に早く後期高齢者医療制度そのものの

見直しをしっかりしてもらって、高齢者

への負担を減らしてもらうようにしていっ

ていただきたいということで、要望にし

ておきます。

○森内一蔵委員長　ほかにご質問ないで

すか。

　弘委員。

○弘豊委員　先ほどのご答弁も聞きまし

て、わかったようなわからないようなと

ころもあるわけなんですけれども、対象

となる被保険者の数というのは今の時点

では１，３２２人ということでありまし

て、後期高齢者医療が始まった時点、５

年前の時点ではおよそ３００名ほどだっ

たのかなということもお聞きしましたけ

れども、今後のその数の推移ですね、ど

うに見ておられるのかなということ、特

定継続世帯ということで、この条文の中

にも書かれてますけれども、当初からこ

の条例にある制度を受けられている方、

これからそういう状況になられる方に差

があるのかなということなども含めて、

もう一度お聞きしたいと思います。

－28－



○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　平成２３年度の軽

減対象者数が１，３２２人でございます。

平成２０年度に後期高齢者医療制度が開

始されましたときに、７５歳以上の方及

び６５歳以上の一定障害の方が全員、一

度にそちらの後期高齢者医療制度のほう

に移行されておられます。その中で、入

れかわりというのがもちろんあるわけな

んですけれども、私どものデータのほう

で、２月末のデータで、４月１日に５年

を経過する方ということでデータをとら

せていただきましたところ、３０４人と

いうことになりました。３０４人の方は、

このままですと先ほど申し上げましたよ

うに、約１万８００円が増額になってし

まうということで、その分が今回この措

置が継続されますと、１万８００円の２

分の１ですから、５，４００円一人当た

り軽減されてくるという計算になります。

　今後の特定世帯の増加につきましては、

その時々で国保に入っておられるか、あ

るいは社保に入っておられるかで変わっ

てまいりますので、今後どれぐらい毎年

発生してくるかということについては数

字がとれない状況でございますので、先

ほど申し上げましたような形で試算をさ

せていただいたということでよろしくお

願いいたします。

○森内一蔵委員長　いいですか。

　弘委員。

○弘豊委員　これまででありましたら、

１万８００円ほどの軽減だったものが、

それが今後はその半分になると。新しく

特定継続世帯になられた方についてもそ

うだというふうにとったらいいのか、そ

れをもう一度お願いします。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　あくまでも５年間

は従来どおりの軽減がございます。です

から、例えば平成２５年４月１日に特定

軽減世帯に該当されました場合は、５年

間は従来どおり世帯別平等割額が半分に

なりまして、それが過ぎますと３年間は

４分の１が軽減されるという状況でござ

います。ですから、どなたも８年間は軽

減があるということでございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　この制度そのものがやはり

先ほどの議論の中でもありましたように、

後期高齢者医療制度が始まって、ある意

味国民の強い批判といいますか、おかし

いんじゃないのということの中から出て

きた経過措置といいますか、軽減策なん

だろうなと受けとめているんですけれど

も、それが徐々に縮小していくのかなと

いうふうにもとれるんですが、これまで

の議論の中で、後期高齢者医療が今後も

続くという流れの中で、何がしかの軽減

措置も要るのかなということは理解でき

るんですけれども、それならどうしてこ

れまでの基準を今後も続けられなかった

のかなということが、やはり気になるわ

けであります。このほかにも高齢者医療

制度が始まって以降、幾つかの軽減策と

いうことがとられてきていると思うんで

すけれども、この特定継続世帯に該当さ

れる方というのは、やはり保険料の増加

になるということに対する納得というこ

とがないんじゃないのかなと思うんです。

後期高齢者医療制度が存続する限りにお

いては、このことが続くのかなと思うわ

けなんですけれども、見解を聞かせてい

ただけたらと思うんですが、お願いいた

します。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　まず、徐々に縮小

していくのではないかなというご質問な

んですけれども、その件に関しましては、

従来の制度であれば５年間に限りとなっ
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ておりますので、今回は拡大である。８

年間に延びますので、その点においては

拡大であると考えております。

　もう一点、今後の後期高齢者医療制度

の動きでございますけれども、ご承知の

とおり、平成２２年１２月８日に後期高

齢者医療制度改革会議において、今後７

５歳以上を原則国保に加入させ、７５歳

未満と区分経理し、都道府県単位で財政

を運営し、云々という、まとめがされま

したけれども、結局、全国知事会がこの

ような廃止法案について、十分な協議が

されていないということで強く反対をい

たしましたことから、先送りとなってお

ります。その後政権交代もありまして、

現在行われております社会保障制度改革

国民会議での審議結果等を踏まえて、必

要な措置を講じるということとなってお

りますので、現在はその動向を注視して

いるところでございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　ご説明いただいた部分につ

いては、理解できるわけなんですけれど

も、ただ、制度としては拡大ですよ、確

かにそうだと思うんです。ただ、当事者

の方たちのご負担ということで考えたと

きには、段階的に保険料が上がるという

ことになるんではないのかなということ

で、もう一回そこのところを教えていた

だきたいのと、それとこれまでの分は平

成２５年までということで期限が切られ

ていたかと思うんですけれども、今後の

分については、特にそういったのはなく

なるということで捉えていいのかどうか

お聞かせください。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　まず、後段のご質

問のほうですけれども、平成２５年度ま

での軽減措置というわけではありません

で、特定世帯になられた翌月から５年間、

６０か月適用されるというものでござい

ましたので、ですから、もともと６０か

月と決まっていたものでございます。そ

れが今回更に３年、３６か月延長される

ということでございますので、年限を区

切ったものではなくて、期間を区切った

ものであるということでございます。で

すから、あくまでもこれは縮小ではなく、

拡大であると考えていただきたいと思い

ます。

　また、先ほど申し上げましたように、

低所得者の軽減措置につきましては、こ

れは恒久化されておりますので、７割に

つきましては個人単位でございますが、

５割、２割につきましては、世帯の人数

が影響してまいりますので、こちらのほ

うは恒久化されているということでよろ

しくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　いいですか。軽減の

最初のところの答弁をお願いします。　

　堤次長。

○堤保健福祉部次長　１万８００円とい

うのは、７・５・２割の軽減も含めて１

万８００円となっております。通常であ

れば１万４，１００円でございますが、

低所得者の場合は７割、５割、２割とい

う軽減制度がございます。それに該当さ

れますと、世帯別の平等割や均等割が軽

減されますので、軽減されておられる方

もいらっしゃいますので、全体を平均し

て一人当たりに直した場合に１万８００

円ということになるわけでございます。

○森内一蔵委員長　いいですか。もう一

回聞いてください。もう一度質問しても

らいます。

　弘委員。

○弘豊委員　こちらからの質問の仕方も

まずかったのかなと思いますけれども、

その５年経過するまでの軽減の割合と、

それ以降３年ですよね、その間の軽減の
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割合というのが変わるということで、こ

の条例の中で見てとっているんですけれ

ども、そうしたときに、徐々に保険料は

上がると。だから、被保険者の方の負担

はふえるんじゃないですかということで

お聞きしたんですけれども、そこのとこ

ろをお聞かせください。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　そういう意味で、

例えばご夫婦二人の世帯で、ご主人が後

期に移行されて５年経過して、またご夫

婦のご年齢が１０歳ぐらい離れておられ

るようなケースであれば、最後の２年間

は軽減がなくなるということでございま

す。そういう意味では、弘委員のご指摘

のとおり、もし仮に５年を過ぎれば２分

の１が４分の１になり、８年を過ぎれば

４分の１がゼロになるというものでござ

います。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

○弘豊委員　はい、わかりました。

○森内一蔵委員長　ほかに。いいですか。

ないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時２４分　休憩）

（午後１時２５分　再開）

○森内一蔵委員長　再開をいたします。

　議案第８号及び議案第１３号の審査を

行います。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　確認の意味でお聞きしてお

きたいなと思うんですけれども、後期高

齢者医療特別会計補正予算のほうになり

ます。

　徴収費で、これも国保会計のときにお

聞きしたのとかぶるんですけれども、国

民健康保険等収納推進員の報酬のところ

の減額、それからコンビニ納付代行業務

委託料のところの減額で、その割合とし

て、この後期医療、金額少ないんですけ

れども、割合的には大きいのかなと思っ

ておりまして、これらの額が国保のほう

との案分ということで、どういう計算で

こうなっているのか、その対象の方の数

とか、お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　弘委員のご質問２

点についてお答え申し上げます。

　まず収納推進員報酬の減額のほうでご

ざいますが、これは国保と同様の理由で

ございます。報酬につきまして、見直し

をさせていただいた結果と不用額が生じ

たことによりまして、減額をさせていた

だいているものでございます。

　もう一点、コンビニ収納につきまして

は、国保と同様に見込んでおったんです

けれども、後期のほうは利用率が全く違っ

ておりまして、後期の場合につきまして

は、後期の普通徴収の方のコンビニ利用

率というのが国保に比べますと、低いと

いうことで、今回補正の減額を上げさせ

ていただいているものでございます。

　コンビニ収納につきましては、基本料

金と従量料金がございまして、基本料金

は国保のほうで支払うことにさせていた

だいておりまして、従量料金のみ後期特

会のほうで支払わさせていただいており

ます。

　コンビニ収納につきましては、これ以

外にも子育て支援課のほうでも利用され

ておりまして、子育て支援課は子育て支

援課分の従量料金のみ支払っておられま

す。国保特会でまとめて基本料金を支払っ

ている状況でございます。
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○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　今のお話で、コンビニ納付

は、利用実績も低くてということで、こ

ういう割合というか案分になっているん

だということがわかりますけれども、収

納推進員報酬、これは当初予算で２０万

９，０００円で組まれていたかと思うん

ですけれども、１７万９，０００円減額

したら、実質は３万円のみということに

なるかと思うんですが、国保のほうの報

酬の減額で見ましたら、約４６％ほどの

減額だったのかなと思っていて、それと

比べると、このパーセント、割合のとこ

ろがちょっとわからないなと思っていて、

お聞きさせていただいたんです。そこの

ところもう一度、収納推進員報酬をどう

いうふうに、この後期のほうから見てお

られたのかということでご答弁をお願い

します。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　弘委員の２回目の

ご質問にご答弁申し上げます。

　収納推進員につきましては、現在の体

系は基本給と、それから例えば先ほど申

し上げましたペイジーの口座振替を外に

出ていっていただいて１件獲得すれば幾

ら、あるいは口座振替を獲得すれば幾ら、

訪問調査をすれば１件幾ら、あるいは簡

易申告の訪問調査で１件幾ら、簡易申告

の申告を受け付けして幾らという形で決

まっておりますので、後期の特会のほう

では、基本給については上げておりませ

ん。あくまでも能率給の部分だけ上げて

おりますので、減額割合が後期のほうは

非常に大きくなっております。

○森内一蔵委員長　いいですか。

　ほかにありませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者医療特別会

計補正予算書６ページ、保険料の増額補

正の理由を教えてください。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　山崎委員のご質問

にお答えいたします。

　後期の保険料及び納付金につきまして

は、当初広域連合から送られてまいりま

す推計に基づいて計上をさせていただい

ております。今回、この推計に基づいた

額に比べまして、保険料が増加をしまし

たところから、保険料を増額させていた

だいて、広域連合に納付いたします保険

料納付金を同額引き上げをさせていただ

いたところでございます。

　今、申し上げましたように推計に基づ

いて予算を計上させていただいておりま

すが、今回、伸び率が非常に大きくなっ

たことがございまして、その保険料を納

付するために補正をさせていただいてお

ります。今年度末で、前年度比の普通徴

収と特別徴収がございますが、普通徴収

で約１９．３％ぐらいの伸びになってお

ります。特別徴収で１７．３％ぐらいの

伸びになっておりまして、当初の見込み

に比べまして３，１８６万４，０００円

ほどふえましたので、今回その額を計上

させていただいている次第でございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　推計と実際の差という

ことなのかもしれませんけれども、他市

からの転居、流入とか、そういうことを

つかんでおられるということではないん

ですか、ふえたというのは。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　予算計上に当たっ

ては、広域連合から送られてくる推計に

基づいて計上させていただいている次第

でございます。

　それ以外に今委員が申されましたよう

に転居に伴う増や、あるいは障害認定に

伴う増、６５歳以上で一定障害の方が移
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行された増等が考えられますが、それは

なかなか見込みにくいものがございます

ので、従来から広域連合からの推計に基

づいて計上させていただいている次第で

ございます。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　保険料の徴収業務を一

応受け持っているという意味では、しっ

かり取りなさいというんじゃないんです

けれども、要するに新しく加入された方、

案内もして、それから軽減措置だとか、

そういう市民とのコネクションをしっか

り持ってもらって、やっぱり徴収業務に

当たってもらわんといかんのかなという

気はしていまして、案内書とか、納付書

が送られたり、お知らせは一定やってい

るんでしょうけれども、普通徴収の部分

で納めにくいという方も当然いらっしゃ

るというところでの作業というか、そう

いうのはされているのかどうか、推計で

云々という話になるとおかしいのかなと

思って、その辺の徴収に関するそごとか

いうのはないんですか。納付書がきちん

と送られて、返事は返ってきているんだ

と思うんですけれども。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　後期高齢者医療制

度といいますのは、７５歳以上の方が加

入されておられて、７５歳以上の方の一

人当たり平均医療費というのは１００万

円を超えている状況でございます。こう

言っては何なんですけれども、やはり７

５歳以上の方というのは、医療とは切っ

ても切れないような関係にあるのかなと

思っております。やはり、一人一人の被

保険者の方の納付意識というのは非常に

高いと思っております。私どもでも普通

徴収と特別徴収を合わせた平均の収納率

９９％に近い状況でございますので、そ

ういう意味では保険料というのは医療と

は切っても切れないものとお考えいただ

いているのかなと思っております。山崎

委員がご心配されておられるのは、低所

得者の保険料負担ではないかなと思うん

ですけれども、後期高齢者医療制度にお

きましては、国保に比べて手厚い軽減制

度がとられております。例えば、年金収

入８０万円以下の単身世帯の方の場合で

は、均等割額が９割軽減ということでなっ

ております。また、年金収入１６８万円

以下であれば、均等割額は８．５割の軽

減、所得割額が５割の軽減となります。

できるだけ負担が多くならないような手

段がとられている結果として、収納率が

非常に高いのではないかなと私どものほ

うでは考えております。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　ほかにはないですか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　この制度の大きな特

徴といいますか、要は徴収は市町村が行っ

て、運営は広域連合というところが非常

に大きな特徴なんだろうなと思います。

今、堤次長の答弁の中で、いわゆるさっ

きのご質問に対する答弁でおっしゃって

おられましたけれども、比較的高い徴収

率で推移をしているというお話でござい

ますけれども、しかし実際に、この議案

第８号を見ておりますと、やはり滞納繰

越分が４６９万円出ているという状況も

あるわけですよね。これを高いと見るか、

安いと見るかという話が出てくるんでしょ

うけれども、それぞれの市町村のいろい

ろな取組みだったり、工夫によって、若

干のばらつきというのは出てきているの

かなと。そのことがその市町村側と広域

連合というのがどのような感じで調整が

されているのか、ちょっと気になります

ので、その点で少しお聞かせいただきた
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いと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　私どもの収納状況

につきましては、府のほうからも後期高

齢者医療の指導等も受けております。い

ろんな団体がございますので、収納の取

組みについて、後期高齢者医療制度運営

にかかる技術的助言ということで、大阪

府のほうから監査に来られて、技術的な

助言を受けているような状況でございま

す。

　特に、収納対策につきましては、後期

高齢者医療制度における保険料の収納確

保ということが非常に大事であるという

ことで、私どものほうも、平成２２年度

におきましては、２１年度に比べ、普通

徴収の収納率が０．１８％低下したとい

うことを受けて、改善のための施策を求

められたところでございます。

　その改善の方法といたしまして、私ど

もが実行しましたのが、先ほども国保の

ほうで申し上げました、ペイジー口座振

替受付サービスの取組みでありますとか、

年齢到達者への口座振替の勧奨でござい

ますとか、あるいは、平成２４年４月か

ら実施しておりますコンビニエンススト

アにおける収納の開始でありますとか、

そういったことをさせていただいており

ます。

　これは、市によりましたら、例えばペ

イジーはもう国保だけとかいうところも

ございますが、私どものほうでは、国保

が主体となって、後期も同時にしていく

と。コンビニエンスストアもしかりでご

ざいます。できるだけ効率的に一つの、

せっかくシステムを導入するわけですか

ら、国保の基本料金を払えば、それに伴っ

て後期も、あるいはその子育て支援課も

ほかの口座振替をしている料金もできれ

ば、一番望ましいと思っておりますので、

そういう方向で改善策を計画し、実施を

させていただいているところでございま

す。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　先ほど山崎委員からも質

問がありましたけれども、この後期高齢

者医療の保険料徴収の部分ですけれども、

補正前からしますと、この補正額が約５

％の額というのが、これ余りにも多過ぎ

るんじゃないかと思うんです。

　広域連合のほうから推定といいますか、

数字が来て、それに基づいて予算を上げ

ているということでありますけれども、

その点ですね、補正があって、平成２５

年度の予算組みをするに当たっても、こ

れは広域連合のほうから推定というのか、

数字が来て、これで予算を組んだのか、

その前に、まず補正を組むわけですよね。

広域連合のほうから来る数字というのは、

補正を含んだ数字で来るものなのか、そ

の点確認したいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、森西委

員からのご質問にご答弁申し上げます。

　後期高齢者医療の予算につきましては、

先ほども申し上げましたように、平成２

４年９月末における賦課額をベースに、

広域連合が予算額を案分して決定してお

ります。

　ですから、今回の分につきましては、

その補正の分は加味をしておらずに、今

申し上げました平成２５年度の保険料等

負担金推計というのが、広域連合から来

ておりまして、それに基づいて計上させ

ていただいております。

　ですから、今後の保険料の収納状況に

よりましては、また補正をお願いしなけ

ればならないことも考えられます。

　あともう一つ、保険基盤安定繰入金と

いうのもございます。そちらも同様にし

－34－



て決定しておりますので、今後ともそう

いう形でなるかと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　今のご説明はわかりまし

た。これやはり予算の段階で、補正を極

力組まないようにしていくのが適正な予

算だと思うんです。その点は広域連合の

ほうに今後、補正を組まないような予算

になるよう適正な推計を出していただく

ように、要望していただくよう、よろし

くお願いしたいと思います。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。ほ

かにないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時４５分　休憩）

（午後１時４７分　再開）

○森内一蔵委員長　再開をいたします。

　議案第２３号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　改めて社会福祉法人等

指導監査専門員、この仕事の内容と頻度、

もう少し教えてください。

　それとあわせて、国民健康保険運営協

議会委員の報酬変更ということなので、

国民健康保険運営協議会、先ほども話が

ありましたけれども、国保運協の開催実

態、諮問内容を聞かせていただきたいと

思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、国民健

康保険運営協議会の開催の実態と諮問の

内容ということで、お答えを申し上げま

す。

　国民健康保険の運営協議会委員の任期

は、２年間でございまして、直近の２年

間では、平成２３年度が４回、２４年度

が２回開催をいたしております。

　諮問内容につきましては、直近のもの

につきましては、今回の高額療養費資金

貸付基金条例の廃止と、特定世帯主等に

かかる国民健康保険料の軽減特例措置の

延長に関することを諮問させていただい

ております。

　また、諮問内容ではございませんが、

国民健康保険に係ります予算及び、今回

の報酬改定並びに特定健診の実施計画の

概要等をご説明を申し上げて、了承をい

ただいているところでございます。

　平成２３年度につきましては、最初に

１回目が委嘱式をさせていただきまして、

同時に新しく委員になられた方につきま

して、国保制度の内容のご説明等をさせ

ていただいております。

　２回目が、決算の内容をご説明して、

ご承認をいただいております。これは、

「摂津の国保」という資料を用いまして、

させていただいております。

　３回目が、平成２４年度の限度額改定

を諮問させていただいておりまして、４

回目が、新規２４年度予算の内容のご説

明をさせていただき、承認をいただいて

いるような状況でございます。

　それが開催の実態と諮問内容でござい

ます。

○森内一蔵委員長　あと、指導監査専門

員について、もうちょっと詳しく答弁を

お願いします。

　前野課長。

○前野保健福祉課長　社会福祉法人等指

導監査専門員の内容についてご答弁させ

ていただきます。

　平成２５年度から移譲を受けます、社

会福祉法人の指導監査を行う際に公認会
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計士による会計にかかる部分について担

当していただくものです。当初この予算

計上のときには、８法人がございました

ので、年間で４法人を監査するというこ

とで、３日分の予算を計上しております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　ということは、監査専

門員のほうは、４法人３日分で２万１，

０００円という感覚で、国保運協のほう

は、２年間で６回。

○森内一蔵委員長　日額で。

○山崎雅数委員　日額ですね。日額で３

日分ということですね。

　国保運協のほうは、６回、委嘱式も含

めて日額９，０００円というふうに理解

してよろしいですね。一応確認だけなん

で。　

○森内一蔵委員長　ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時５１分　休憩）

（午後１時５２分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　続いて、議案第２５号所管分の審査を

行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時５３分　休憩）

（午後１時５４分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第２７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時５５分　休憩）

（午後１時５６分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第２２号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　これに関しては、権

限移譲に伴う措置であるなと思うんです

けれども、単純な質問といたしまして、

この審査会は、何名の委員の方で構成さ

れるのか、また、どのような方がこれに

入られるのか、少しお聞かせいただきた

いと思います。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　審査委員会の委員

といたしましては、学識経験者の方お一

人、財務会計に関して学識を有する方お

一人、社会福祉事業に関して学識を有す

る方お一人、関係行政機関の職員を市内

部でと思っております。そのほか、市長

が必要と認める者ということで、５人か

ら６人、定員数は決めてございませんが、

以上のように予定しております。

○森内一蔵委員長　５人から６名でよろ

しいんですか。

　前野課長。

○前野保健福祉課長　今のところ内部を

含めることで６人で予定いたしておりま

す。

○森内一蔵委員長　６名ということで、

はい。よろしいですか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　この４月１日から施
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行ということになりますので、その学識

経験を有する方、財務に詳しい方であり

ますとか、一名ずつお願いするというこ

となんですけれども、人選は内々に進め

ておられるのでしょうか。

○森内一蔵委員長　人選について。

　前野課長。

○前野保健福祉課長　人選のほうは、ま

だ決定しているわけではございませんが、

今検討しているところでございます。現

在、新しく設立の予定を聞いておりませ

んので、これから詰めていこうと思って

いるところでございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　細かい話になるのか

もしれませんけれども、今までであれば、

本市の場合は、府が権限を持っていたと

思うんですけれども、それが市町村にお

りてきたということで、それは本市だけ

でなくて、周りの市町村も同じような条

件になっておると思いますし、恐らくこ

のような麾下機関を設けられるんだろう

なというように思います。

　そのときに、ほかの市町村でされてい

る方が、摂津市でされたらいかんという

わけではないんでしょうけれども、そこ

ら辺のこともございますので、私はなる

べく早い段階で、人選ということにつき

ましてはしていただいて、スムーズに運

営をしていっていただけるように、お願

いしたいなということを要望として申し

上げたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかにありませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　当たり前のことだと思

うんですけれども、申請がなければこれ

も開かれないと理解してよろしいですか。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　新しく設立される

場合と、行政処分等がございますので、

その時点で開催するということになるか

と思います。

○森内一蔵委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時５８分　休憩）

（午後２時　　　　再開）

○森内一蔵委員長　再開をいたします。

　続いて、議案第７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、まず介護

保険特別会計予算で歳入について、１点

だけお聞かせいただきたいと思うんです

けれども、予算書１４ページになります

けれども、大阪府財政安定化基金交付金

の件でございまして、これは平成２４年

度のみの措置ということで、２，４６４

万７，０００円が交付されてきたという

経緯があったんだろうなと。平成２５年

度、２６年度につきましては、これは交

付されませんという方向になっているん

だろうなと理解をしております。

　ということは、これ平成２４年度のと

きは何に使われたのかというと、保険料

の軽減、若干の軽減だったと思いますけ

れども、そこに使われてきたんだと思う

んですよ。ということは、２５年度、こ

れがそのままなくなるということは、そ

の分が自動的に保険料として、若干であ

るでしょうけれども、プラスになってく

るのか、その点について一応確認をさせ

ていただきたいということが１点でござ

います。

　それともう１点は、第５期のかがやき

プランというのを示していただいており
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まして、その中には、平成２５年度のさ

まざまな状況について想定されて、この

プランといったものが示されているんで

すけれども、この２５年度の予算を計上

するに当たって、その当初のプランと大

きな違いが出てきたところがあるのかど

うか、この点につきましても確認をさせ

ていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　まず、１点目の大

阪府財政安定化基金交付金でございます。

委員おっしゃったように、平成２４年度

の措置でございまして、２４年度、大阪

府から２，４６４万６，９４７円を歳入

いたしました。そのうち、３０５万２，

０００円を繰入れをしまして、残りの２，

１５９万４，９４７円、こちらのほうを

準備基金のほうへ積み立てをしておりま

す。その分につきましては、保険料の抑

制に活用していきたいと考えておるとこ

ろでございます。

　あと、かがやきプランと、この平成２

５年度の当初予算についての比較であっ

たと思うんですけれども、給付費関連に

つきましては、介護サービス諸費につき

まして、若干の伸びがあること、また、

高額介護サービス費、そこについても若

干の伸びがございます。大きくは、２４

年度の給付費のほうが、ほとんど今のと

ころ計画どおり９０％の後半台で来てお

りますので、２５年度につきましても、

それぞれの増減はございますが、給付費

自体としましては、計画とイコールで予

算のほうも計上しております。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　ほかに。

　弘委員。

○弘豊委員　介護保険特別会計予算にか

かわって幾つか聞いておきたいと思いま

す。

　最初に、予算書の１４ページ、歳入の

ほうで、基金繰入金が、新年度は３，７

３４万１，０００円ということで、入っ

ているわけなんですけれども、この介護

保険準備基金からの繰入れ等、歳出のほ

うで、またこれは２６ページになります

が、介護保険給付費準備基金積立金で、

４９６万９，０００円となっていますが、

この基金の中で、繰入れと積立てと、そ

の辺のところの考え方で、基金そのもの

が今どういう状態になっているのか、あ

わせてお聞きしておきたいと思います。

　２点目に、歳出にかかわっての予算書

２４ページ、介護予防事業費というくく

りがあるんですけれども、前年度と比べ

て二次予防事業費がゼロで、この費目を

なくして、通所型介護予防費という費目

に置きかえておりますけれども、この事

業の中身について、変化があるのかどう

かお聞きしたいと思います。

　あと、予算書２６ページなんですけれ

ども、包括支援センター業務委託料とい

うことで、６，１３２万４，０００円上

がっております。

　一般会計のときにも、包括支援センター

のことについては、ちょっとお聞きもし

て意見も言わせていただいていますけれ

ども、もう一回改めて、かがやきプラン

なんか目を通しておりましたら、包括支

援センターの運営協議会というのがあっ

てということでありますが、この業務委

託にかかわって、運営協議会の中で意見

なんかが出てなかったのかなということ、

どういった形で説明されているのかとい

うことも含めてお願いしたいと思います。

　それから、もう１点同じページになり

ますが、任意地域支援事業費の中で、こ

この扶助費で、昨年までありました紙お

むつ等助成費で、前年１４７万円計上さ

れているんですけれども、一般会計のと
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きにお聞きして、高齢者日常生活支援事

業のほうに移りましたということだった

かと思うんです。

　そうなりましたということで一般会計

の際にお聞きしたんですが、どうしてこ

ういう処理にしておられるのかなという

ことについて、介護保険会計の中に置い

ておいたら、それは保険料の中で負担に

もなってくるのかなということを、極力

そこの保険料引上げの要素なんかは省い

ていくということの意図もあるのかなと

も感じたりもして、この点についてお聞

きしておきたいと思います。

　あと、もう１点ですね、予算概要の１

８４ページで、地域介護・福祉空間整備

事業の７，８００万円のこの中身の説明

で、地域密着型介護老人福祉施設及び福

祉型サービス事業所の開設準備費助成と

いうことで上がっておるんですけれども、

具体的にこういう事業が始まるという目

処が立っておるのかどうか、その点につ

いてお聞きしておきます。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　そうしましたら、

私のほうから３点、ご質問にご答弁申し

上げます。

　まず、基金繰入金でございます。

　介護保険準備基金繰入金につきまして

は、出のほうでそれぞれ給付費があると

思いますけれども、そちらのほうでは、

国・府基金のほうから、それぞれ法定割

合で入が決まっておると思います。その

分で足らずの分を今回基金から繰入れて

ございまして、保険給付費につきまして

は、１，８８６万５，０００円、地域支

援事業費につきましては、１，８４７万

６，０００円、合計で３，７３４万１，

０００円を繰入れさせていただいている

ところでございます。

　予算書２６ページの基金積立金でござ

いますが、こちらのほうにつきましては、

定期預金利子のほうを８万４，１７３円、

それと滞納繰越分の普通徴収の保険料、

そちらのほうが４８８万５，０００円あ

りまして、こちらのほうで一旦準備金の

ほうに積ませていただいて、また後ほど

精算のほうをさせていただきたいと考え

ております。

　基金のほうでございますが、平成２４

年度末で、今のところ１億２，１４８万

６６０円の基金が積まれると考えており

ます。今回の当初予算に計上しておりま

すこの繰入部分と、積立部分を合わせま

して、２５年度末には、８，７７７万６，

６６０円になる見込みでございます。

　それと、施設整備の件でございます。

　こちらのほうにつきましては、地域密

着型介護老人福祉施設、小規模特養とい

われるものですね、そちらのほうの整備

と、複合型サービス事業所の二つを、現

在、考えております。

　地域密着型介護老人福祉施設につきま

しては、今募集をしておりまして、これ

から選考といいますか、そちらのほうに

移るところでございます。

　複合型サービス事業につきましては、

まだ募集を行っておりませんので、平成

２５年度に入ってから、募集を始めさせ

ていただきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、１点

目の介護予防事業費について、ご答弁申

し上げます。

　予算書２４ページにございます、二次

予防事業費につきましては、平成２４年

度にはご指摘のとおり、５１８万３，０

００円を計上しておりましたが、今年度、

そのうちの２００万円について、新たに

通所型介護予防事業費として項目立てを

しました。これにつきましては、前年度
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から内容を少しコンパクトにし、講座の

回数や、場所を多くし、地域に出ていっ

て実施をする予定をしております。

　この差額の約３００万円ですが、これ

については、国は、二次予防事業として、

基本チェックリストという項目について

お尋ねをして、チェックされた人を対象

にした事業に位置づけています。そのよ

うなチェックリストについては、他市の

状況を見ましても、アンケートの回収率

が低いことや、回収ができた方のほうが

むしろ意識の高い人であって、実際には

アンケートが返ってこない人のほうが問

題ではないかという状況もお聞きしてお

ります。府内でも何市か本市と同じよう

な考え方をとりまして、特定高齢者とし

て分けることなく、地域の住みなれたと

ころで講座に参加していただいて、体力

測定、あるいは閉じこもり防止というよ

うな事業を、通所型介護予防事業として

実施するということで、二次予防事業は、

平成２５年度は行いません。

　２点目の包括支援センターにかかる質

問ですけれども、包括支援センターは、

平成２５年度の委託に向けまして、２４

年度の運営協議会で審議をいただいてお

ります。委託先については，社会福祉協

議会ということで、既に市の事業も幾つ

か委託もお受けいただいていますし、そ

のような事業との連携のほか、社会福祉

協議会の役割、目的などからも、特に委

託に関して何か批判的なご意見というも

のは出ておりませんでした。

　それと３点目の紙おむつの件です。こ

れについては、平成２４年度には特別会

計のほうに介護度に区分なく、入院中の

還付の方も合わせて計上していたんです

が、包括支援センターの委託に伴う事業

を、一般会計から特別会計で予算組みを

しました。この包括的支援事業・任意事

業費は、上限枠というのが介護保険の中

で決められており、給付費の２％以内で

という設定があるものですから、給付費

から試算し、上回る分については、一般

会計に出させていただいたという経過が

ございます。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　施設整備のところ

で、１点訂正をさせていただきたいと思

います。

　複合型サービスのほうですね、今後と

申し上げましたが、平成２５年１月１８

日から１月の末まで募集を行っておりま

して、応募者ゼロということでしたので、

引き続き、平成２５、２６年度に向けて、

準備を進めていきたいと考えております

のでよろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目続けて質

問させていただきたいと思うんですけれ

ども、最初に基金のことであります。

　流れということで、今ご説明をいただ

いたとおり理解もします。平成２４年末

では１億２，０００万円ほど、２５年で

は８，７７６万円と。２６年に減っていっ

て、大体その３年間で平準化するという

ことで、この準備基金というのが使われ

ていくということの理解なんですけれど

も、２６年の末に残っていうことでは、

やっぱり見通しとしてはどうかなという

ことも、以前から保険料決定の際に言っ

てきたと思いますので、そこら辺りのと

ころ、またしっかり取り組んでいただけ

たらなと思っております。

　続けて、二次予防事業費のところに移

りますが、内容の点ではわかりました。

以前にもこの特定高齢者の割り出し等と

いうか、そういうことについても、呼び

方も含めてどうなのかなと思っておりま

したが、ただ、その事業自身が必要でな
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いのか、どうかのあたり、そこの部分を

お聞きしたいと思います。

　こっちのかがやきプランの中を見てま

しても、やっぱりこの平成２４年、２５

年、２６年度ということで見ましたら、

二次予防対策事業というのが、それぞれ

やっぱり予算というか、金額も入って事

業の見込みが出されている中で、そこの

部分はなくなりましたよということで、

一次予防のほうで、しっかり取り組むと

いう説明もあるんですけれども、そこら

辺りのところは、この計画の中ではそこ

までは考えてなかったのかなということ

もあれば、ちょっと見通しがどうだった

のかということがありますので、もう一

度そこのところをお聞きしておきたいと

思います。

　包括支援センターの運営協議会ですけ

れども、この運営協議会の構成です。恐

らく、かがやきプランの策定のメンバー

と重なるんだろうなと理解しているんで

すけれども、これまでこのプランも策定

し、社会福祉協議会の方なんかも、実際

に中に入られて話もされているんだろう

なと思いますので、運営に関しては、引

き続きしっかりとした体制で見ていって

もらいたいなと思っております。

　他市の状況なんかで見たときには、民

間委託ということで、民間の事業者に委

ねてしまう場合に、やはり運営協議会と

いうものの役割というのが、非常に高い

んだろうなと思っておりますが、逆に、

これまで直営でずっとやってきたという

ことの中で、この運営協議会がこれまで

行ってきたこと、社協に変わっても、そ

んなに変わらないんだという受けとめも

あるんですけれども、ここら辺り、協議

会の中身について、更に検討していくよ

うなことが要るのかどうか、お聞きした

いと思います。

　あと、任意地域支援事業の中の紙おむ

つですね。この分については、この間、

行ったり来たりしているなということも

実は思ったりしましたけれども、事業そ

のものについては、しっかりと充実、継

続させていくということでお願いしたい

と思っております。

　それと、あわせてこの任意地域支援事

業の中身で、家族介護支援事業というの

もあるのかなと思っていまして、予算概

要なんかも見ていましたら、大体同じよ

うな形で取り組まれていくと思うんです

けれども、ここの家族介護支援事業のと

ころを充実していくということにならな

いのかなと思っていまして、その紙おむ

つ助成分を一般会計のほうに持っていく、

その部分、包括支援センターがこちらの

介護保険のほうで役割を果たしていく部

分がふえていくと今ご説明がありました

けれども、そこら辺りの、それとこの任

意事業の中身のところで、どういった変

化、恐らくこの部分が、紙おむつの部分

が一般に行くことで充実させるんだとい

う理解もあるんですけれども、そこのと

ころ、もう一度お聞きしたいと思います。

　それから、地域介護・福祉空間整備事

業ですね、地域密着型のサービスの提供

をしていただく事業所ですね、募集をか

けていくということでありますが、以前

から小規模多機能であったりとか、そう

いったところも計画があるけれども、実

際その担い手がいないとか、実際名乗り

上げる事業所がないということが続いて

いるなと思っていまして、今回、予算に、

国・府の補助金事業のところで上がって

いたかと思うんですけれども、手を挙げ

る事業所がなかったら、この分はまたな

いのかということも、一方で懸念もする

わけでありますが、見通しですね、小規

模特養は、かがやきプランのところでも
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平成２５年に１か所、２６年にも１か所

ということで、計画の中では上がってい

るのかなと思いますし、そこのところを

実際に形にしていく上で、どういう取組

みがなされているのかということ、２回

目のところでは、お聞きしておきたいと

思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、私のほ

うから施設整備計画の件につきまして、

ご答弁申し上げます。

　第５期かがやきプランの中で、先ほど

申しました小規模特養と複合型サービス、

それと定期巡回、随時対応型訪問介護看

護事業所等そちらのほうを平成２４年か

ら２６年にかけて、計画をしております。

　小規模特養につきましては、やはり特

別養護老人ホームの待機者に備えるとい

うこと。あと、定期巡回につきましては

地域包括のケアシステムを実現するため

に、２４時間の看護を受けるために必要

ではないかと。複合型サービスにつきま

しては、こちらのほう、以前第４期のと

きに小規模多機能型居宅介護のほうを募

集しておりましたが、応募がなかったこ

とから、それに訪問介護と小規模多機能

型介護を組み合わせた複合サービスのほ

うが事業参入が見込めるのではないかと、

そういうことも少し考えながら、この第

５期で取り組んでいるところでございま

す。

　小規模特養につきましては、今回募集

がありまして、またもう１件ということ

でなりますので、しっかりと他市の状況

とかいろいろな情報を収集しながら、参

入していただけるよう法人のほうにいろ

いろと周知に努めていきたいと考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　二次予防事業に

ついての考え方ですが、ご指摘のように、

かがやきプランの冊子にはそのような項

目立てもしております。ただ、事業を実

施していく中で、他市の状況等をお聞き

したり、あるいは摂津市にとってどうか

と検討を重ねました結果、修正、変更と

いうことで対応しております。チェック

リストにつきましては、当初は行ってい

ましたが、郵便で送って返送される方と

いうのは割とお元気で、ゴルフに出かけ

られたり、家族で旅行に行っていますと

いうように、こちらがイメージしている

要支援になる可能性のある方という状態

像とは少し違うような方が、教室に参加

しますとお申込みがありました。その時

点でもそれと並行して、民生委員やひと

り暮らしの見守りヘルパーの方から、教

室に来られたほうが効果がある方をご紹

介いただき、従来からミックスした形で

の実施をしておりました。対象者として

は郵便等による方より、実際に地域に住

まれている方々からのご紹介のほうが、

教室の効果がより上がっています。少し

計画とは違うというご指摘ではあります

が、今、市でイメージしている方法で間

違いはないかと考えております。

　ただ、やはり場合によってはチェック

リストを国がやりなさいと言っているの

に、していないんじゃないかというよう

な、例えば市民の方から苦情があれば、

その方も教室を受講していただけたらい

いと思っていますので、あなたは対象外

だから来たらだめとか、そういう形では

なく、広く口コミで周知していってご参

加いただけるようなものにと考えており

ます。

　あと、２点目の運営協議会ですが、他

市の場合、委託の包括が多く、市の責任

が問題になったからだと思われますが、

平成２４年度の介護保険法の制度の改正
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の中でも、地域包括支援センターの機能

強化ですとか、あるいは市が責任主体で

あるということが明記され、その運営の

内容については、運営協議会の中で十分

議論を経て展開していくようにというこ

とも明文化されましたので、今後、市と

しての責任主体というものを十分自覚し

ながら、社会福祉協議会と連携をとりな

がら運営をしてまいりたいと考えており

ます。

　家族介護支援事業についてですが、か

がやきプランに書かせていただいて平成

２５年度に予算計上している事業はあり

ません。具体的には認知症の徘回ＳＯＳ

ネットワーク事業や、災害時要援護者名

簿などいろいろな事業展開をする中で、

介護者家族の会の方々とは連携を図って

おります。その中でいろいろご意見もお

聞きしますし、どのような形をとれば介

護者家族の会の声がいろんな事業に反映

させていただけるか検討を進めていく必

要があると考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、続けて質

問をさせていただこうかなと思うんです

けれども、施設整備にかかわる部分、小

規模特養のほうが１件、見通しがあるの

かなということだったと思いますが、今

のお答えにありましたように、小規模多

機能型とか、また定期巡回常時対応型訪

問介護看護とか、やはり摂津市の中では

事業展開がなかなか難しいということも、

事業所の判断であるのかなと感じており

ます。ただ、介護保険の昨年の法改正の

中で地域包括ケアのかなめになってくる

ような事業でも、ある意味あるのかなと

思えば、じゃ、どうしたらこういう事業

がやられていくんだろうということも思

うわけです。

　以前、私、定期巡回常時対応型の訪問

介護看護なんかが実際やれるのかなとい

うことで、委員会の中でもお聞きしたこ

とがあったかと思うんですけれども、そ

れをやるためにはバックアップできる入

所施設、２４時間の施設があって、そこ

から地域にも出ていけるようなフォロー

ができるような態勢が必要ということも、

そういった見解も述べられたかなと思う

んです。そうであるならば、今、実際に

市内で運営されている社会福祉法人です

ね、そうしたところの声、ご意見という

のが聞けている、どういうふうにお伺い

できているのかということと、あわせて、

これまで市立で取り組んでいる、せっつ

桜苑なんですけれども、今度民営化とい

うことで、そういう話にも今なっている

んですけれども、それそのものに対して

はいろいろと意見もありますが、そういっ

た中で本当にそこが地域包括ケアの拠点

となるような、そういった役割を果たせ

るような事業所ということとかを含めて

検討されていっているのかなということ

について、あわせてお聞きしておきたい

と思います。

　あと、二次予防事業費の件につきまし

ては、今のご答弁、なるほどおっしゃる

とおりだなということも感じていて、こ

の介護保険事業の計画を立てる上でも、

ある意味、国がつくったマニュアルみた

いな形式があって、それに当てはめるよ

うな計画ということでやるよりも、やっ

ぱり現場で実際の当事者の方たちの状況

の中からあらわれている、そういう状況

に対応していろいろ事業に取り組んでい

くことが大事と思っておりますので、二

次予防事業とか、通所介護予防とか、一

次予防とか、いろいろ呼び方だけの問題

ではなくて、内容でしっかりと充実させ

たものにしていっていただきたいと、こ

の点については要望しておきたいと思い
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ます。あと、地域包括支援センターにか

かわる点ですけれども、この運営協議会

の点で、やっぱり市としての責任をしっ

かりと果たしていくんだということの決

意も、今、述べられたのかなと思います。

今後の展開については、本当に今まで市

民の皆さんからも、包括支援センターは

丁寧にいろんな相談に乗ってくれて、こ

こで助かったというような声もたくさん

聞く中で、そうしたことがやはり、社協

になってより一層、地域に身近にという

こともおっしゃるわけですから、そこの

ところもやはり実際の点で実践していた

だきたいと思いますし、その中での市の

役割をきちんと果たしていっていただき

たいと思います。

　最後に、家族介護支援にかかわってな

んですけれども、なかなか予算的なとこ

ろは任意地域支援事業の上限があるとい

うことで、前にも確か私、こういうこと

は聞かせていただいたかなと思うんです

けれども、そんな中であるわけですけれ

ども、今回、紙おむつの助成費のほうを

一般会計のほうに持っていってというこ

ともやられています。高齢者日常生活支

援事業としてそれは取り組んでいくとい

うことであります。必要なことは、もち

ろん介護保険の中でも取り組んでいただ

きたいと思いますし、また、一般会計の

ほうでもきちんと支援を強めていくとい

うことは大事なことだと思っております。

この間、高齢者の日常生活にかかわって

の件で、ひとり暮らし高齢者の水道料金

の減免等々縮小になっているじゃないか

ということなんかもあって、その分のか

わりになるようなところでの高齢者支援

のやらなければならない仕事ということ

は出てきていると思いますので、そこら

辺りのところも踏まえて介護保険の会計、

それから一般会計、あわせて高齢者の今

後の支援体制を強めていくということ、

これも要望としておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　１点だけ。石原課長。

○石原高齢介護課長　施設整備について

でございます。定期巡回につきましては、

現在、全国的にもなかなかいろいろと課

題も、ちょっと詳細は今、押さえており

ませんが、あるということで、少し整備

のほうが遅れている状況にあるというこ

ともちょっと耳にしております。ただ、

今回、国の第５期の中でも介護保険制度

の重点項目としまして、介護と医療との

連携という大きなこともあります。その

辺が進みますと、そういう定期巡回対応

型というのも、かなり前進するんではな

いかなと考えておるところでございます。

市内の法人とお話もさせていただいてお

ります。今後、そういう問題点とか、い

ろいろ洗い出しながら地域のために何と

か事業所のほうを設置できるように進め

ていきたいと考えております。

　桜苑のほうについてですけれども、今

回、募集のほう、市内の社会福祉法人と

いうことを考えております。市内には実

績のある多くの法人がございます。今回、

企画提案型のプロポーザル方式という形

をとらせていただくことと、また、選考

委員会の中で選考要件であるとか、応募

要件、その辺も検討していきたいと考え

ておりますので、その中で今後の方向性

も含めたところを入れながら検討してい

きたいと考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　方向性としては今おっしゃ

るようなことだろうなと思います。今の

介護保険制度の流れの中で、住み慣れた

地域で、しっかりと支援も受けながら暮

らしていけるような態勢づくりというこ

とが、机上だけで言われているんじゃな

くて、本当に実際にできるのかどうかと
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いうこともあると思います。そういった

点で、これまで高齢者福祉の拠点として

桜苑の果たしてきた役割というのはあっ

たと思うんです。そうであるならば、や

はり民営化するということであっても、

じゃ、今、摂津市の中で何が足りなくて、

どこを補強していかなければならないの

かという議論というのは、今回あわせて

行っておく必要があると思っております。

　市民の皆さんの暮らしの点、この介護

保険の保険料負担というのは本当に重く

てということで、いろんな声を聞く中で、

それでも必要な介護が受けられるような

状況になっているでしょと、そういうこ

とに真の意味でなっていないといけない

と思っております。サービスがふえれば

保険料が上がるみたいな、そういう矛盾

についても、本当にこのことについては

腹立たしく思っているんですけれども、

しかしながらやっぱり中身の点でも充実

させていくということについて、取組み

のほうを引き続き進めていっていただき

たいと要望しておきます。　

○森内一蔵委員長　ほかに。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　１点だけ。まず、介護

保険特別会計予算の歳入で、１３ページ、

府支出金、府補助金、地域支援事業交付

金(介護予防事業）、それから、１４ペー

ジ、繰入金、一般会計繰入金、地域支援

事業繰入金（介護予防事業）ですね。そ

れと歳出のほうで、２０ページ、保険給

付費、介護サービス等諸費、施設介護サー

ビス給付費ですね。それから、２２ペー

ジ、保険給付費、介護予防サービス等諸

費、介護予防住宅改修費の減額について

理由を教えていただければと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、介護予

防事業についてのそれぞれ、入、出の減

についてでございますが、入につきまし

ては出に伴っての法定分の繰入金等にな

りますので、出のほうで減があって、そ

の分の繰入金が減になっておるというこ

とになっていると思います。

　介護サービス費、また介護予防サービ

ス費、それぞれのところにつきまして、

介護予防の住宅改修費等につきましては

主に平成２４年度決算見込み、また２３

年度の決算等を見込んだ中で、より実績

に近い形で、今回、予算を上げさせてい

ただいておりますので、そういうところ

で予防の部分が減になっているというの

が実情でございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　介護予防の住宅改修費、

住宅って１回改修をやれば、それこそな

かなか次に要るというものではないとい

うのはわかるんです。けれども、介護予

防、先ほどもずっと議論の中で進めてこ

られているというところではぜひ、事業

として進めていただきたいと思ってお聞

きしました。

　あと、保険料の話も最初出ていました

けれども、積立てで１億２，０００万円

から８，０００万円、来年２５年度と２

６年度、使い切るものではないと思うの

です。保険料改定のときにぜひ積立ては

減らして、それからの繰入れはふやして

保険料軽減に努めてもらいたいと思いま

す。これは要望としておきます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　森西委員。

○森西正委員　先ほどからも質問が出て

おりますけれど、地域密着型の介護老人

福祉施設及び複合型サービス事業所の件

がありましたけれども、複合型サービス

事業所については、小規模多機能型で募

集をかけていたけれども、今までなかっ

たから複合型サービス事業所にすればと
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いうことでなされているというお答えを

いただいたんですけれども、かがやきプ

ランの中で計画を立てられて、それを行っ

ていくということになっておりますけれ

ども、実際、今まで小規模多機能の部分

というのは、計画といいますか、それと

反していた部分があったわけですよね。

それで、複合型サービス事業所というこ

とになったと思うんですけれども、その

点はやはり整備するに当たって、用地の

確保から、そういう部分というのがなか

なか難しいというところがあろうかと思

うんです。その点、市としては、介護保

険のほうは計画に上げられていますけれ

ども、実態はその用地がないとか、して

もいいんだけれども、なかなかそういう

部分がないんだということの、相反する

という部分があろうかと思うんですけれ

ども、その点、担当としてはどのように

お考えなのかお聞かせいただきたいと思

います。

　それと、昨今、高齢者の介護つきマン

ションとか住宅とか、そういう部分が多

く建設されています。通所型のデイサー

ビス、そちらのほうも多くつくられてい

ますけれども、その点、今、かがやきプ

ランの計画の中で、担当としてはどのよ

うに考えておられるのかお聞きしたいと

思います。

　それと、この春に、今、登録されてお

ります鳥飼のほうの訪問介護のサービス

事業所が、やめられるということを聞い

ております。そういう、事業所がやめら

れるということを、民間だからこれはし

ようがないんだということなのか、やは

り介護ということで福祉ということから

しますと、利用者がおられる限りは事業

所をやめられるということでありますと、

利用者は困るわけですよね。その点、担

当としてどのような考えなのかお聞かせ

いただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　訪問介護の事業

所の休止については、私もお聞きしてい

ます。民間であり、支援するという方法

は思い当たりません。介護保険制度では

介護職員処遇改善交付金、平成２４年度

からは介護職員処遇改善加算として、介

護職員や事業所に対する対策は立てられ

ています。この事業所の休止理由は聞い

ておりませんが、収益関係ではなく、別

のご事情ということをお聞きしています。

休止される情報が入った時点で、包括で

も利用者の方には説明を兼ねまして別の

事業所に変更しています。それぞれ市民

の方には担当しているケアマネジャーが

いますので、ケアマネジャーが別の事業

所を紹介されて、市民の方には支障がな

いように支援はしていただいていると聞

いております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　複合型等の今回の

整備についてでございますけれども、用

地の確保、なかなか確かに難しいかと思

われます。今ある施設で泊まりのあるも

のであれば、そこを活用してという方法

もあるかと思います。それ以上に、少し

法人等と話をしておりますと、なかなか

複合型のサービスを進めていくには、経

営のほうがなかなか厳しいという意見も

聞いております。その辺もあわせまして、

また他市でもし進んでいるところがあれ

ば、どのようにやっているのか検討して

いきたいと考えております。

　あと、サービス付き住宅の件でござい

ますが、こちらのほう、大阪府への届け

となっております。委員、おっしゃいま

したように、こちらのほう、かがやきプ

ランのほうには含まれるものではござい

ませんので、担当としまして非常に心苦
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しいところがあるんですけれども、高齢

者の住宅を確保しないといけないという

面と、サービス付き住宅がどんどんふえ

ていきますと、今、実際南のほうでかな

りの量がふえておりまして、ある市では

それで介護保険会計が少し赤字になると

いうところも何市か聞いておりますので、

その辺が担当としては少し心苦しいとこ

ろであります。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　デイサービスの件、その

点、答弁なかったんですけれども、次に

いただけたらと思うんですけれども。介

護付きのマンションで住まわれて、介護

保険のほうを利用されると、先ほど答弁

がありましたけれども、南のほうの市で

は介護保険会計が赤字にということで、

摂津市でもやはり危惧するところがあり

ます。大阪府のほうでの許認可ですから、

そちらのほうでどんどんと進められて、

摂津市の知らないところで住宅が建てら

れて、対象の住民が住まわれるというこ

とになりますと、かがやきプランのほう

で、摂津市は計画を立てておりますので、

そこで計画以上のサービスを提供しなけ

ればならないとか、経費がかかってきた

り、支出しなければならないという部分

で、介護保険の会計自身が苦しくなると

いうこともあろうかと思いますので、そ

の点、できましたら大阪府と何らかの協

議なりをするということを考えていかな

ければならないのかなと思うんですけれ

ども、その点、今までそういう部分とい

うのがあったのか、なかったのかお聞き

したいと思います。

　福祉施設の用地の問題ですけれども、

かがやきプランの計画の年度の間にそう

いう施設ができないということであった

り、実際には特養の待機者が今ふえてお

られるわけで、その待機解消のために進

められるということですけれども、そう

なりますと用地の確保ができなかったり、

それが問題でとか、採算性の問題という

こともありましたけれども、それででき

ないということであれば、行政がどこま

で考えて立ち入って、そういう部分をつ

くるような形をとっていくのかというこ

とになろうかと思うんですけれども、法

人のほうは難しいということであって、

このままずっといっても施設というのは

できないわけですから、その点、担当の

ほうでどのようにお考えなのか、どこか

で考えていかなければならないと思うん

ですけれども、その点お聞かせいただき

たいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　サービス付き住宅

につきましては、そのような問題があり

ましてから、府のほうとも話をさせてい

ただいております。府への、また国への

要望という形で、その財源といいますか、

それの確保、また住所地特例での対応等、

そういう点で一市のほうが給付費を全て

持つのではなくて、全体で給付費を見る

ようなこともできないかということで、

要望のほうも上げさせていただいており

ます。

　あと、小規模多機能等でなかなか進ん

でない状況についてでございますけれど

も、今回もなかなか多機能型の居宅事業

のほうが進んでいないということで、訪

問看護とあわせて、複合型サービス事業

所で一度計画してみると。そのようなこ

ともちょっと検討してやっているところ

でございますので、計画にあります、で

きるだけ皆さんがいろいろなサービスを

受けられるように私どもとしても、いろ

いろとサービスのほうに向けてどのよう

な組み合わせ、またどういうのが今、本

当に問題になっているのかというのを検
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討して、平成２５年、２６年度にまた募

集をかけさせていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　先ほども漏れていた

んですが、高齢者の通所型デイサービス

とかがやきプランとのかかわり合いのと

ころの答弁をお願いします。

　川口参事。

○川口高齢介護課参事　デイサービス事

業所については本ここ最近、市内、市外

においてもかなりふえている状況につい

ては把握しております。かがやきプラン

の予定数を上回っていくようなことも考

えられると思いますが、現状としては府

の指定でもあり、また、特に建てること

を控えていただくようなことはできない

と思っております。

　ただ、デイサービス事業所が、利用者

にとって効果がある事業を実施している

かということです。ケアマネジャーのケ

アプランに基づいて、デイサービスを利

用するということになりますので、余り

効果のないデイサービスについては、利

用者が少なくなるなど自然淘汰されてい

くということになると思っています。開

設の数を制限するというのは困難である

と認識しています。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、施設の件に関

しては、制限に関してはなかなか困難な、

課題は多くあろうかと思いますけれども、

他市の事例も勉強していただいて、また

摂津市内の法人とも相談していただいて、

計画に沿うような形をぜひともお願いし

たいと思います。

　あと、デイサービスと介護付きのサー

ビスマンション、それと１回目に質問さ

せていただきましたけれども、訪問介護

サービスの事業所が休止になるというこ

とですけれども、今、マンションとかデ

イサービスに関しては、今まで福祉とい

いますか、介護をされていたところでは

なくて、全く違うところが新しく参入し

てこられてということを伺っております。

そこでは、今は収益、利益があるんだと

いうことでされていますけれども、例え

ばそこが採算がとれないということになっ

てくると、そしたらもうやめようという

安易な考えでもってやめてしまうという

ふうな部分が危惧するところであります

から、今、大阪府の許認可ですからなか

なか制限をというところの答弁ですけれ

ども、やめたり廃止したりとか、そのよ

うなことになりますと摂津市民が不便に

なったり、今まで利用していたところが

なくなったりということになりますので、

そういうことがないように、ぜひとも、

これは大阪府の許認可になりますけれど

も、大阪府とも協議していただいて、そ

うならないように注意していただきたい

と思います。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時３１分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開いたします。

　議案第１７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　確認ですけれども、地

域密着型サービス、それから地域密着型

介護予防サービス事業の介護事業者を指

定するときの規定として、都道府県が持っ

ていたものが摂津市におりてくるという

ことで、介護保険法第７８条、第１１５

条、それからサービス基準を全て見るこ

とができなかったんですけれども、ざっ
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と見させてもらって、介護事業者を指定

するときの規定だと理解していいのかと

思うんですが、このくくりに入っていな

い、３０人以上の大型の特養などについ

てはまだ、大阪府の管轄でされると理解

してよろしいんでしょうか。その１点だ

け。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　こちらのほうの今

回の条例、現に行っている地域密着型サー

ビス等について、今、国にあります省令

のほうを地域主権一括法ということで、

市町村の条例に定めることになったもの

でございます。内容としましては、先ほ

どおっしゃいました基本方針であります

とか、地域密着型サービス等の人員に関

する基準、設備、運営、そういったもの

の基準が定められております。

　特養等、大型のものにつきましては、

今までどおり府の管轄ということになっ

ております。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

○山崎雅数委員　結構です。

○森内一蔵委員長　ほかに。ないですか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時３３分　休憩）

（午後３時３４分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第３２号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　市立せっつ桜苑の廃止、

民間譲渡ということについては、もうこ

の間も代表質問から、前回の委員会など

でも結構突っ込んで話をさせていただい

ておりまして、利用者の方には不利益に

ならないですとか、それから譲渡に関し

ても法的なそごもない、そういったご説

明をずっといただいておりますんですけ

れども、もう１点だけ、指定管理者で委

託している、介護給付を市で受けて委託

をして流れているということなんだろう

と思うんですけれども、それが直接、介

護事業者に動いていくということになろ

うかと思うんですが、今、市が公設民営

で、指定管理でやっていただいていると

いう意味では、市が責任を持ってやって

いく、いわば苦情処理なんかでも市が受

けるということになろうかと思うんです

けれども、これが完全に民営という話に

なれば、市の監督指導はまたしっかりと

やっていただかないといけませんし、そ

の辺の市の責任の置き具合というか、を

もう一度お聞かせ願いたいのと、譲渡の

形として建物はそのままということになっ

て、ことし補修予算が組まれているとい

うことに対して、市民から疑問が持たれ

ていると。これは補修が必要だと、こと

し必要かどうかという話もまたいろいろ

あろうかと思うんですけれども、例えば

来年以降、された後でも社会福祉施設と

しての改修であるならば、国の補助なり

もつくのではないかと思うんですけれど

も、その改修費用に対するスタンスとい

うか、どういうことかというのをお聞か

せいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　桜苑の民営化につ

いてでございます。今、現在、公設民営

で行っておりますので、確かに本市のほ

うにも、また桜苑自体にも苦情処理委員

会というのを設置しなければならないと

なっております。そのような中で今、解

決のほうをしております。民営化になっ

たからもう全て知らないということでは

なくて、やはり市内の施設のところで、

地域密着型ではないところには、実地検

－49－



査等はなかなか難しいところがあります

けれども、市民の方が窓口に来られたと

きには、やはり対応をしていかなければ

ならないと考えております。

　あと、建物につきましては、平成９年

にこちらのほう、桜苑のほうが設立され

ました。それから、１５年、１６年がた

ちまして、漏水であるとか、壁のクラッ

ク等が出ております。今までも、それに

対応して積立てを、本来であれば法人の

ほうでということですけれども、公設民

営ということでやってまいりましたので、

摂津市のほうで一定、積立てをしていた

分で、その資金でもって今回の改修を行っ

ていく。今、市の財産でありますから、

やはりそれは市の責務であると考えてお

ります。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　将来的な話ですけれど

も、先ほど、建替える必要があるかどう

かはまた別にしまして、補修とか、そう

いったお金に対して、社会福祉法人であ

るならば今後も、今回もそうでしょうけ

れども、国の補助とかということはでき

るんですよね。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　私のほうが府のほ

うに確認した中では、補助というのはご

ざいませんで、貸付制度というのはある

と確認をしております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　貸付制度ということで

あるならば、事業所が借りれば、また必

要になってくるということになるんでしょ

うけれども、利用者には、規定ですから

はね返ってくることにはならないかもし

れませんけれども。

　大もとというか、そういう意味ではな

かなか悪くならないというのはずっと説

明をいただいているんですけれども、こ

れから民間の経営にしていくということ

であるなら、やはり社会福祉法人ですか

ら利益優先ということにはならないんで

すけれども、やっぱり経営状況、市民病

院なんかでもなかなか難しくなってきて、

縮小するとか、なかなか責任が果たせな

いということもあるわけですから、これ

から先、老人福祉に対して市の責任とし

て、そこをずっと維持していただく、規

模を縮小することのないようにというか、

事業展開も大きくしてもらうとか、そう

いったことの保証がどこにあるのか。

　先ほどの、介護事業所の責任者の方が

亡くなられてとかいう話とは違うんでしょ

うけれども、営業が続けられない、いろ

んな事情があってということになったと

きには、市が買い戻すわけではないでしょ

うけれども、また管理者をかえるという

ことの指導云々というか、できるのかど

うか、その辺の担保とかいうのは、なく

なってくるのではないかなという疑問も

あったりもするんですけれども、いかが

でしょうか。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　桜苑につきまして

は、特養施設ということで、市内になく

てはならない施設の一つだと思っており

ます。

　民営化にするに当たって、経営状況等、

いろいろ出てくるかと思いますが、ちょっ

とどういう方法がいいかはあるんですけ

れども、例えば売買契約の中で、そういっ

た特約事項といいますか、そういうこと

が入れられないのか、その辺も弁護士と

相談する必要もあるのかなと、誓約書み

たいなものというのも一つの方法として

はあるのかなと考えております。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　山崎委員。
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○山崎雅数委員　これから弁護士とか、

その仕組みを考えていかなくてはならな

いということであるなら、今の時点で、

安心してという話にはならないのではな

いか。

　まだ、廃止まで１年あるんです。しっ

かりと答え、また都度、出していただき

たいと思っております。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　あと、質問はないですか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　確か、前回、協議会

でこの話が出てきたと思いまして、その

ときにも少し意見を申し上げさせていた

だきまして、相当重なるところがあるの

かなと思って、大変に恐縮でございます

けれども、少しお聞かせいただきたいと

思っております。

　このせっつ桜苑は、公設民営というこ

とでずっとやってこられました。私は、

完全民営化するということについて、全

く異論はございません。反対という立場

ではないんですけれども、しかし公設民

営ということの意味も、意義も、一点あっ

たんじゃないかなと思っております。そ

れはどういうことかと言いますと、一般

論の話でございますけれども、運営する

民が継続する意思を持たなくなったとし

ても、その土地、建物を公が持っている

ということで、同じ場所で同じサービス

が提供されると。それは、一定、担保が

あったんだろうなということを思うわけ

なんです。

　今回は、土地も建物も全て民に譲ると。

当然、売買するわけなんですけれども、

ということになってくると、仮にその民

が継続する意思を持たなくなったときに

どうなっていくんだろうなと、そういっ

た懸念が一点あるわけなんですよね。そ

れは、先ほどの山崎委員の質問でも相当

かぶるところがあるのかなと思っており

ますけれども、そのところで、どのよう

な形で、同じ場所で同じサービスが継続

して提供されるのか、そこをどのような

形で担保をとっていくのかということが、

非常に大きな課題ではないのかなと思っ

ておりまして、もう一度その辺のことに

ついて、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　経営の継続の担保

ということだと思います。

　今、市内に幾つかの社会福祉法人があ

りまして、いろいろな功績も残している

法人もたくさんございます。いろいろと、

そのほかにも経営をしながら、特養施設

だけでなく医療関係であるとか、そうい

うところにも広く経営をされているとこ

ろもたくさんあるかと思います。そうい

うところで、今度、市内の社会福祉法人

に募集をかけさせていただいて、その中

で数年後どうなるのだということになる

のかと思うんですけれども、繰返しになっ

てしますんですけれども、その中で一定

の担保、まだ建って十五、六年でござい

ます。補助金適正化法等でいいますと、

まだ二十数年ですか、残っておるところ

もありますので、その辺も含めながら契

約等の中、またそれ以外のところでどう

担保していくのか、検討してまいりたい

と考えております。

○森内一蔵委員長　小野副市長。

○小野副市長　この問題は、ちょうど平

成９年ですか、私が公室長であったと思

います。それで、そのときの部課長は誰

もおりません。唯一、私が残っているの

だろうなということで聞かせてもらって

きました。

　補修の問題は、山崎委員の話もあった

んですが、私も老人大学等で市長のかわ
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りに行ったときに、施設長から見てほし

いと。ここはこんな状況なんだと、ここ

はこうだということで、相当見させても

らいました。漏水の問題、地下水の問題、

いろいろ聞かされました。それで、過去

の議会の中で言われてきたのは、民間な

ら引当金を持っているはずやないかとい

うことで、今言ったようにそういうふう

な中から出してきたんです。だから、山

崎委員の話のとおりでいくならば、もう

どこも補修するところもないということ

であるのやったら、わざわざその民が先

に、これもやっときましょうかではなく

て、もう向こうの施設長から我々は聞か

せてもらってたんですけれども、相当経

年によって痛んでいると。そういうとき

に、民に渡すときに、やっぱりそれを過

去の件で引当金も持っておりますので、

やっぱりそれは正常なもんにしてお渡し

するのが普通ではないかということの中

身でございまして、そういう形ででもっ

て措置をしたということです。

　それから、もう一つは、今言われてい

ますこの特約事項、我々も協議しており

ます。これは、早急に弁護士事務所と議

論をして、結論を出したいと。

　それから、もう一つは、選考委員会と

いうのですか、その委員はどういうメン

バーでいくのかということが一つ。それ

から、法人がに出たときに、どういう形

でプロポーザルを受けるのか、どういう

中身で契約をするのかということは、若

干の整理にかかっておりますので、今言

われた特約条項、我々も議論しておりま

すので、もっとはよ持ってこいよという

ことになると思いますんですが、今一度、

そういう意味で、性善説みたいな形で出

てこられる方が、決してそんなことを商

売にして、有償譲渡なり、無償貸与で、

そういうことの中でいうことではないと

いう、摂津市内の出てこられる法人はわ

かるわけですから、そんなことはされる

はずもないということの中でやると思っ

ているんですけれども、それは性善説で

ありますので、私ももう一度、今言いま

したこの特約条項の問題と、選考のあり

ようの問題、条件の問題ですね、もちろ

ん、市内の何法人出てきていただくのか

ということを、これはできるだけ早い時

期に委員長にまたお願いしまして、協議

会でも、すぐさま今後ともお開きいただ

くように、とりわけ、特例条項の問題、

法的にどうなんだということの中身もあ

りますので、その辺は詰めまして、我々

は内容を全部承知しておりますので、そ

の上に立って、今一度、ご懸念のないよ

うな形でもって、法的に、専門的にこう

いう特約条項をつける、これやったら法

的にいけるというところまで、もしも、

それがいけなくなれば、これは非常に、

またこれは異なことが出てくると思いま

すので、我々はいけるという意味でやっ

てまいりました。明日以降、早速、もう

一回確認をした上で、できるだけ早くこ

の委員会に持ってあがりたいと思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　今の副市長のお話で

すよね、特約条項の話をしていただきま

したけれども、本来でしたら、この委員

会の前に、協議会で特約条項の中身、何

かお示しをしていただいて、これなら大

丈夫だなということで我々としても安心

をして、手を挙げたかったなというのは

正直思うところでございますけれども。

ただ、その特養といったものの今の状況

を考えると、恐らく継続してやっていた

だけるだろうなと、個人的には思ってい

るところではあるんですよ。
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　ただ、そこは、やはりあくまでも性善

説の話をされましたけれども、しっかり

と目に見える形で担保はやはり、契約書

に担保はとっていかなあかんだろうなと

いうように思っていますので、ぜひそこ

はしっかりと内容を詰めていただいて、

その内容の下でプロポーザルで選考をし

ていただきたいと、これは大変強く要望

をさせていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　本保委員。

○本保加津枝委員　今、嶋野委員のほう

からもご要望等ありましたように、この

桜苑の民営化につきましては、プロポー

ザル方式で事業者選定を行うということ

で発表されておりますけれど、今、副市

長もおっしゃいましたように、やはり特

約事項、特約条項等について、きちっと

法的にも対応できるように早急に報告し

たいということで、相談して報告すると

いうお返事だったんですけれども。

　実際的には、これはこちら側の話であ

りまして、一方的な話ですね、行政のほ

うから。この桜苑の民営化に対しては、

これでいいと思います。しかし、中に入

所されている方というのは、やはり人で

ありまして、当然、今までの桜苑の中で

ずっと人間関係といいますか、さまざま

な形で安定した関係が築けている、必ず

しも全員がそうだとは申しませんけれど

も、安定が築けている状態で入所されて

いると考えるとしましたら、入所者の人

間関係等の環境がやはり激変することが

ないように、さまざまな形で民営化して

いく中で、人間関係にやっぱり重きを置

いた配慮というのがなされてきたと思い

ますので、そういったことに対して、ぜ

ひとも入居者の方が戸惑って、その後、

状況的によくない方向に行くことがない

ように。これは、同じ事業所がいいとか、

そういう話ではありませんので、誤解の

ないようにお聞きをいただきたいんです

けれども。事業所を選定される場合も、

その運営内容ということについても、や

はりしっかりと注視をしていただいて、

選定の基準に加えていただくようにお願

いしたいなと思います。入所者の立場に

も立って、またでき得ればですけれど、

入所者の方のご意見も伺って、どういっ

た形が運営内容、運営形態としていいの

かということも入れていただいた上で、

ぜひとも配慮をお願いしたいなと思いま

すので、要望とさせていただきます。

　あわせて、この桜苑の廃止に伴いまし

て、現状、行われておりますいきいきカ

レッジと老人センターが、それはこのま

ま続けるという条件でということになっ

ておりますけれども、これもお話はされ

ていますが、地元周辺等で、なくなるら

しいといううわさがかなり出ておりまし

て、桜苑が民営化されると、もういきい

きカレッジもないし、老人センターもな

くなるんだといううわさが横行している

ということでございますので、ぜひ存続

の周知も早急に行っていただきたいと思

いますので、以上、よろしくお願いいた

します。

○森内一蔵委員長　副市長。

○小野副市長　今、副委員長が言われま

したように、老人福祉センターは、市の

ほうの運営補助金によって運営すると、

こういうことも言っております。

　それと、我々がもう一つ注目しており

ますのは、今言われましたマンパワーは

継続雇用であると。今おられる、桜苑に

おられる職員の方は守っていただくとい

うことが、当然、条件にすべきというこ

とを、いわゆる入所者等の関係がありま

してですね、基本的に、そういう考え方

も当然条件に入れいていくということ等
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から、今それから特約条項の問題に入る

んですが、そういう形でもっての正常な

運営はこうですよということは、老人福

祉センターはこうですよ、職員について

はよほど非のある方は別として、基本的

に全て継続雇用でありますので、そうい

うものを全部入れ込んでまいりますので、

今一度そこも含めた上で、この施設のあ

りようで、もう一度、早急に確認した上

で、我々は、当然これはそういう運営を

してもらえるという形でもって、継続雇

用の問題も入れてまいりますので、いま

一度整理をさせていただきたい。できる

だけ早く、また委員長の方でも報告させ

ていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時５４分　休憩）

（午後３時５６分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　討論なしと認め、採

決をします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第１１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。
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　議案第２２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２５号、所管分について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　以上で、暫時休憩をいたします。

（午後３時５９分　休憩）

（午後４時１６分　再開）

○森内一蔵委員長　そしたら、委員会を

再開いたします。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議をいたします。

　平成２５年度、委員会の行政視察を実

施することに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　次に、視察事項、視察先、視察日程等

について協議をしたいと思いますが、皆

さん、何かご希望等、日程等も含めてお

願いしたいんですが、どうでしょうか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　日程につきましては、

委員長団にお任せをしたいなと思うんで

すけれども、内容については、これから

本市にとっての大きな課題であると思う

んですけれども、いわゆるごみの収集業

務の広域化ということについても、一度

どこかで視察ができればなと思いますし、

あるいは商店街の活性化ということで、

何点か近隣でも、先進的に取り組んでい

るという事例をお聞きしておりますので、

そのような視察ができればなと私は考え

ております。

○森内一蔵委員長　ありがとうございま

す。

　ほかに、何かご要望等ありましたら。

　よろしいですか。

　弘委員。

○弘豊委員　私のほうからも視察の内容

といいますか、そういう点についてなん

ですけれども、今回の本会議を通じても、

さまざまな市民活動支援という話の中で、
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協働の担い手づくりといったことの議論

があったかと思うんですけれども、なか

なか人によって捉え方も違って、活発な

市民活動を今後支えていくといいますか、

発展させていく上では、先進的ないい事

例があれば見に行けたらということも思っ

ております。

○森内一蔵委員長　ありがとうございま

す。

　いろいろな意見があると思いますけれ

ども、一応、項目だけを整理させていた

だいて、今議会に一応閉会中の調査もす

るということで上げたいと思いますので、

日程、それから視察先等は、また皆さん

のご意見を聞きながら、委員長団のほう

で検討し、事務局とも打ち合わせしてやっ

ていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

　それで、時間の関係上、今回の会期中

に視察先の決定は困難かと思われますの

で、本会議最終日において、常任委員会

の所管事項に関する事務調査について、

閉会中に調査をすることが諮られます。

本委員会の所管事項については、先ほど

もありましたけれども、大まかに、老人

福祉行政について、障害者福祉行政につ

いて、保健医療行政について、環境衛生

行政について、商工行政について、農業

行政についてを平成２５年９月２９日ま

で、閉会中に調査することといたしたく

思いますが、異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　それでは、次回開催時は視察項目、そ

れから候補地、複数の希望日等を提案い

ただいて、検討をお願いしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午後４時２０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

民生常任委員長 森　内　一　蔵

民生常任委員  嶋野浩一朗
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